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後
竿
期
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郊
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祭
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t土

じ

め

「
唐
太
宗
l
容
宗
の
郊
廟
親
祭
に
つ
い
て
|
|
唐
代
に
お
け
る
皇
帝
一
の
郊
廟
親
祭

『
中
園
の
都
市
と
農
村
』
所
枚
、
汲
古
書
院
、

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、

そ
の

ω
1
1」
(
唐
代
史
研
究
禽
編

一
九
九
二
年
、
以
下
拙
稿
a
と
祷
す
る
)

「
玄
宗
朝
の
皇
帝
親
祭
に
つ
い
て
」
(
池
田
温
編
『
中
園
膿
法
と
日

本
律
A
官
制
』
所
枚
、
東
方
書
庖
、
同
年
、
以
下
拙
稿
b
と
稽
す
る
〉
の
二
篇
の
拙
稿
を
通
じ
て
、

(

1

)

 

い
て
検
討
し
て
き
た
。
本
稿
は
そ
れ
ら
の
績
篇
で
、

唐
代
各
皇
帝
の
郊
杷
と
宗
廟
と
の
親
祭
の
一
意
義
に
つ

粛
宗
か
ら
哀
帝
(
昭
宣
帯
〉
ま
で
の
郊
廟
親
祭
を
逐
女
検
討
し
、

最
終
篇
と
な
る
も
の
で

あ
る
。前

二
篇
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
唐
初
に
は
郊
記
・
宗
廟
の
親
祭
は
別
々
に
行
わ
れ
た
が
、
玄
宗
の
天
賓
年
開
に
老
子
廟
た
る
太
清
宮
が

作
ら
れ
、

の
正
月
に
は
太
清
宮
!
太
廟
|
南
郊
の
順
に
一
日
ご
と
に
親
祭
が
行
わ
れ
た
。

も
の
と
な
り
、
以
下
に
見
る
通
り
、
粛
宗
以
後
の
皇
帝
の
親
祭
は
大
半
が
こ
の
順
で
行
わ
れ
る
も
の
と
な
司
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
方
式
の
祭

ご
漣
の
親
祭
」
と
稽
す
る
)
の
行
わ
れ
た
理
由
を
各
皇
帝
ご
と
に
探
り
、
唐
後
半
に
お
け
る
郊
廟
親
祭
の
意
義
を
明

一
連
の
親
祭
の
重
貼
は
南
郊
に
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
誼
明
す
る
の
が
本
稿
の
第
一
の
課
題
と
な

ら
か
に
し
て
ゆ
く
。
結
論
を
先
に
言
う
と
、

天
費
十
載
(
七
五
一
〉

」
の
祭
杷
改
革
は
劃
期
的
な
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把
〈
以
下
ご
遠
の
祭
紀
」

る
。
そ
し
て
こ
の
理
解
が
正
し
い
と
な
る
と
、
太
清
宮
太
廟
の
祭
杷
が
ど
の
よ
う
な
意
味
あ
い
で
郊
把
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
、
と
い

(
2〉

う
貼
が
衣
の
問
題
と
な
る
。
宗
廟
単
濁
の
親
祭
に
は
印
位
後
の
謁
廟
や
臨
時
の
告
祭
が
あ
る
の
で
、
こ
の
問
題
は
言
い
換
え
れ
ば
、
親
郊
に
仲

う
太
清
宮
や
太
廟
の
祭
杷
が
謁
廟
や
告
祭
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
と
な
る
。

一
部
は
拙
稿
「
閥
於
唐
代
後
牟
的
郊
杷
和
一
帝
室
宗
廟
」

枚
、
豪
北
・
文
津
出
版
社
、
一
九
九
三
年
)
で
述
べ
、

本
稿
の
結
論
は
、

(
中
園
唐
代
皐
舎
主
編
『
第
二
周
園
際
唐
代
皐
術
舎
議
論
文
集
』
下
朋
所

ま
た
「
中
園
の
皇
一
一
帝
制
|
!
と
く
に
唐
代
の
皇
帝
祭
杷
を
中
心
に
|
|
」
(
石
上
英
一
他
編
『
議

座
前
近
代
の
天
皇
』
第
五
巻
所
枚
、
青
木
書
居
、
一
九
九
五
年
〉
に
も
要
約
し
て
述
べ
て
お
い
た
。

し
か
し
、
以
上
に
示
し
た
各
論
貼
に
つ
い
て
は
こ

れ
ら
の
中
で
は
充
分
に
展
開
し
て
い
な
い
。
本
稿
は
、
粛
宗
以
後
の
郊
廟
親
祭
の
貫
態
を
吟
味
す
る
と
共
に
、
特
に
右
の
二
貼
に
つ
い
て
具
瞳



的
に
解
現
し
よ
う
と
努
め
る
も
の
で
あ
る
。

各

論

付

粛

己".
刀て

(
3
)
 

安
史
の
凱
の
最
中
に
霊
武
で
即
位
し
た
粛
宗
が
、
至
徳
二
載
(
七
五
七
〉

粛
宗
は
素
服
で
焼
跡
の
太
廟
に
突
す
る
こ
と
三
日
に
し
て
大
明
宮
に
入
司
た
(
『
奮
唐
書
』
粛
宗
紀
)
。

安
殿
に
安
置
、
粛
宗
が
親
享
し
た
(
『
唐
禽
要
』
倉
一
七
廟
災
愛
〉
。

一
O
月
に
長
安
に
畏
司
た
時
に
は
太
廟
は
戦
火
で
焼
亡
し
て
お
り
、

翌
一
一
月
に
は
新
作
の
九
廟
の
紳
主
を
長

一
二
月
に
は
玄
宗
が
萄
か
ら
蹄
還
、

九
廟
の
神
主
に
詞
し
て
か
ら
輿
慶
宮
に

落
着
い
た
。
翌
乾
元
元
年
四
月
一

O
日
辛
亥
に
は
新
し
い
太
廟
が
完
成
、
九
廟
の
紳
主
を
長
安
般
か
ら
遜
し
、

王
公
百
寮
を
従
え
法
駕
に
御
し

- 77ー

た
粛
宗
が
こ
れ
に
臨
ん
だ
(
『
崩
府
元
勉
』
巻
三

O
一
一
帝
王
部
奉
先
三
)
。
宗
廟
に
新
た
に
神
主
を
納
め
る
曜
を
耐
祭
と
い
う
が
、
こ
の
時
に
は
親
祭
の

鮒
祭
つ
ま
り
親
耐
の
瞳
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
て
粛
宗
の
郊
廟
親
祭
は
可
能
と
な
っ
た
。
果
た
し
て
『
奮
唐
書
』
粛
宗
紀
同
年
同
月
僚
に

し

よ

う

ま

っ

つ

い

ま

つ

り

(

丹

)

甲
寅
、
上
親
し
く
九
廟
を
享
り
、
迭
で
園
丘
に
事
す
る
有
り
。
即
日
宮
(
大
明
宮
)
に
還
る
。
翌
日
、
明
鳳
門
に
御
し
、
天
下
に
大
赦
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
す
ぐ
に
郊
廟
の
親
祭
が
行
わ
れ
た
。
太
廟
で
の
紳
主
の
耐
祭
は
一

O
日
に
終
っ
て
い
る
の
で
、
二
二
日
甲
寅
の
太
廟
親
享
は

(

4

)

 

親
耐
の
櫨
で
は
な
く
、
次
の
親
郊
に
向
け
て
の
告
祭
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
親
郊
の
理
由
に
つ
い
て
は
、

令
集
』
巻
六
九
「
乾
元
元
年
南
郊
赦
」
〉
に

翌
日
の
大
赦
文
(
『
唐
大
詔

是
を
用
て
先
后
を
遁
崇
し
、
中
宮
を
建
立
し
、
永
く
言
に
孝
思
し
て
徽
一音
を
文
母
に
感
じ
、
保
畑
道
を
行
は
停
め
て
虞
績
に
登
降
す
る
を
想

ふ
た
た

復
び
祭
植
を
修
め
、
再

ふ

(
中
略
〉
然
る
後
に
噴
を
清
廟
に
執
り
て
五
聖
之
重
光
を
歌
ひ
、

園
丘
に
矯
祭
し
て
百
神
之
受
職
を
観
る
。
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び
繁
章
を
備
へ
、
隼
組
配
天
し
て
嘗
物
を
失
は
ず
。
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と
あ
る
。
先
后
と
は
先
代
の
皇
帝
の
意
味
で
、
「
遁
崇
先
后
」
と
は
一

O
日
に
九
廟
の
神
主
を
太
廟
に
納
め
た
こ
と
を
言
い
、
「
建
立
中
宮
」
と

〈

5
)

は
淑
妃
張
氏
を
皇
后
に
立
て
た
こ
と
を
指
す
。
「
復
修
祭
雄
、
再
備
繁
一
章
」
は
太
廟
再
建
の
こ
と
で
、
「
傘
組
配
天
、
不
失
嘗
物
」
は
高
租
を

(
6
)
 

配
し
て
郊
天
を
行
う
こ
と
で
あ
る
が
、
後
者
が
こ
の
度
の
親
祭
の
主
眼
で
あ
司
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
太
廟
再
建
に
関
わ
る
親

耐
の
躍
が
既
に
済
ん
で
い
る
の
に
劃
し
、
粛
宗
の
南
郊
の
親
杷
は
今
回
が
初
め
て
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
唐
代
で
は
、
b
A
/

至
・
正
月
の
定
時
の

郊
杷
以
外
の
日
に
臨
時
の
親
郊
が
行
わ
れ
る
の
は
稀
で
あ
る
。
今
回
が
そ
の
少
な
い
例
の
一
つ
で
、
郊
廟
の
祭
杷
の
再
闘
を
天
に
告
げ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
前
日
の
廟
享
は
そ
の
こ
と
を
祖
霊
に
告
げ
る
告
祭
で
あ
る
が
、
大
赦
文
に
よ
れ
ば
太
廟
の
再
建
や
立
后
と
い
う
宗
廟
に
関
係
す
る

要
素
も
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
時
に
は
太
清
宮
の
親
祭
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

翌
乾
元
二
年
正
月
一

O
日
乃
至
一
一
日
に
は
、
粛
宗
自
ら
籍
回
の
躍
を
行
っ
た
(
親
耕
)
。
唐
初
に
太
宗
は
即
位
二
年
後
の
多
至
に
親
郊
し
て
、

翌
年
正
月
に
親
耕
と
そ
の
こ
と
の
太
廟
へ
の
告
祭
と
を
行
い
、
高
宗
も
同
様
の
撞
を
行
っ
た
。
ま
た
、
容
宗
は
聞
位
二
年
後
の
正
月
一
日
に
太

(

7

)

 

一
八
日
に
籍
回
と
績
け
て
親
祭
を
行
っ
た
。
粛
宗
の
場
合
、
聞
位
二
年
後
に
親
郊
を
行
い
翌
年
正
月
に
親
耕
を
行
っ
て

い
る
の
で
、
太
宗
・
高
宗
の
先
例
に
倣
っ
た
と
言
え
る
。

四
月
の
郊
天
か
ら
正
月
の
籍
回
ま
で
や
や
隔
た
っ
て
お
り
、
親
耕
に
伴
う
告
廟
の
親

- 78ー

一
一
日
に
南
郊
、

廟祭
が
無
い
な
ど
多
少
の
相
違
は
あ
る
が
、
園
都
長
安
を
回
復
し
た
粛
宗
の
、
唐
初
の
先
例
に
従
お
う
と
す
る
意
欲
を
そ
こ
に
認
め
る
べ
き
で
あ

用
意
さ
れ
た
采
箱
は
彫
刻
文
飾
が
施
さ
れ
て
い
た
の
で
、
「
田
器
は
農
人
之
を
執
る
、
朴
素
に
在
り
、
量
に
文
飾
せ
ん
や
。
」

ろ
う
。
因
み
に
、

と
い
う
粛
宗
の
言
葉
で
別
の
物
に
取
換
え
ら
れ
た
(
『
醤
唐
書
』
巻
二
四
櫨
儀
志
四
〉
。

次
に
、
上
元
二
年
(
七
六
一
〉

一
一
月
二
八
日
か
ら
一
一
一
月
一
日
に
か
け
て
行
わ
れ
た
一
連
の
親
祭
が
あ
る
。

」
れ
が
、

年
続
を
慶
止
す
る

と
同
時
に
月
も
斗
建
を
用
い
て
建
子
・
建
寅
と
数
え
る
よ
う
に
定
め
た
こ
と
を
郊
廟
に
告
げ
る
親
祭
で
あ
り
、

(
8〉

る
こ
と
は
別
稿
で
指
摘
し
た
が
、

そ
の
郊
把
が
臨
時
の
告
祭
で
あ

『
加
府
元
亀
』
巻
三
四
一帝
王
部
崇
祭
間
三
に
見
え
る
元
年
建
子
月
の
詔
に
は

し
り
ぞ

今
既
に
諸
の
古
法
に
循
ひ
、
彼
の
虚
名
を
譲
く
。
革
故
の
宜
、
己
に
臣
下
に
宣
ぶ
る
も
、
昭
報
の
旨
は
、
未
だ
郊
廟
に
展
ベ
ず
。

(

9

)

 

と
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
建
卯
月
辛
亥
朔
日
に
護
せ
ら
れ
た
大
赦
文
に
は



慶
ん
で
玄
元
に
告
げ
、
清
廟
に
致
驚
し
、
恭
ん
で
奮
典
を
行
ひ
、
櫨
を
南
郊
に
展
ぶ
。

と
、
太
清
宮
l
太
廟
|
南
郊
の
順
の
祭
把
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
玄
元
皇
帝
廟
聞
ち
太
清
宮
の
祭
租
の
告
祭

(H度
告
)
で
あ
る
こ
と
が
剣

る
。
紀
年
法
改
正
に
伴
う
親
祭
そ
の
も
の
は
親
郊
に
重
貼
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
太
廟
に
つ
い
て
「
致
粛
清
廟
」
と
い
う
の
も
、
親
郊
の

準
備
段
階
の
祭
把
の
意
味
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
こ
の
時
の
太
清
宮
や
太
廟
の
親
祭
は
、
親
郊
の
前
の
告
祭
(
親
告
〉
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。口

代

己".
万t

代
宗
の
場
合
、
康
徳
二
年
(
七
六
四
)
二
月
の
太
清
宮
|
太
廟
|
南
郊
の
一
連
の
祭
杷
が
唯
一
の
親
祭
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
『
全
唐

文
』
巻
四
五
二
部
説
「
帰
郭
令
公
賀
南
郊
大
種
表
」
に

う
げ
た
ま

伏
し
て
承
は
る
に
、
今
月
二
日
に
皇
太
子
を
加
し
、
六
日
に
太
清
宮
に
朝
献
し
、
七
日
に
太
廟
に
享
し
、
八
日
に
南
郊
に
有
事
す
る
者

と
。
宮
廟
に
歎
謁
し
、
租
摘
を
傘
崇
し
、
敬
天
之
躍
を
展
ベ
、

百
紳
受
職
す
。

- 79ー

と
あ
り
、
皇
太
子
(
徳
宗
)
の
加
立
と
一
連
の
親
祭
と
を
、

慶
賀
す
べ
き
も
の
と
し
て
纏
め
て
述
べ
て
い
る
。

(

叩

)

ま
た
こ
の
時
の
大
赦
文
の
恩
典

を
記
し
た
部
分
に
は
、

庭
に
太
清
宮
・
郊
・
廟
に
在
る
べ
き
諸
色
の
職
掌
者
及
び
加
皇
太
子
行
事
官
、
撰
畑
井
び
に
室
田
mm文
及
び
検
校
造
崩
官
は
、
普
恩
之
外
、

三
品
己
上
は
健
一
級
を
賜
へ
(
下
略
)
。

な
ど
と
あ
り
、
太
清
宮
・
太
廟

・
南
郊
の
各
祭
杷
に
関
わ
っ
た
者
以
外
に
、
皇
太
子
の
加
躍
に
関
わ
っ
た
諸
官
に
劃
し
て
も
恩
典
が
施
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
代
宗
の
一
連
の
親
祭
が
二
月
一
日
の
立
太
子
に
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
の
貼
で
は
、
粛

(

U

)

 

宗
の
張
氏
立
后
時
に
類
す
る
理
由
で
行
わ
れ
た
親
祭
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う。
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同

徳

，三=ァ
万三

徳
宗
以
後
、
多
く
の
皇
帝
は
一
連
の
祭
杷
を
即
位
翌
年
に
親
祭
す
る
よ
う
に
な
り
、
し
か
も
宣
宗
ま
で
す
べ
て
正
月
に
行
っ
て
い
る
。
即
位

翌
年
に
行
わ
な
か
司
た
憲
宗
と
文
宗
と
に
つ
い
て
は
明
確
な
理
由
が
考
え
ら
れ
、
徳
宗
以
後
は
即
位
翌
年
正
月
の
一
連
の
親
祭
が
定
例
化
し
て

新
一
帝
に
必
須
の
儀
躍
と
な
っ
た
、
と
言
い
得
る
。
そ
こ
で
、
以
後
の
各
皇
一
帝
の
親
祭
の
質
施
吠
況
に
つ
い
て
は
表
一

に
擦
り
、
類
似
し
た
個
別

の
史
料
の
提
示
は
極
力
避
け
る
こ
と
と
す
る
。

粛
宗
の
最
初
の
親
祭
は
立
后
と
も
開

(

ロ

)

連
し
、
代
宗
の

一
連
の
親
祭
は
徳
宗
の
立
太
子
と
関
連
し
て
い
た
が
、
こ
れ
以
後
、
即
位
後
最
初
の
親
祭
に
つ
い
て
立
后
や
立
太
子
と
い
っ
た

徳
宗
の
建
中
元
年
(
七
八

O
)
正
月
の
親
祭
は

今
述
べ
た
即
位
翌
年
正
月
の
親
祭
の
鳴
矢
で
あ
る
。

諸
要
素
が
考
慮
さ
れ
な
く
な
る
。
唐
代
で
躍
制
に
則
っ
た
正
月
上
辛
に
親
祭
が
行
わ
れ
た
の
も
こ
の
時
が
最
初
で
、
以
後
の
皇
帝
の
親
郊
は
宣

に
唐
後
半
期
の
皇
帝
親
祭
の
劃
期
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
時
に
は
、
改
元
は
正
月
朔
日
に
行
わ
れ
大
赦
は
親
郊
首
日
に
行
わ
れ
た
。
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宗
の
場
合
を
除
い
て
、
す
べ
て
正
月
上
辛
ま
た
は
多
至
に
行
わ
れ
て
い
る
。
徳
宗
に
よ
る
即
位
翌
年
正
月
の
一
連
の
親
祭
の
貫
施
は
、
明
ら
か

そ
の
大
赦
文
で
南
税
法
の
質
施
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
の
も
興
味
深
い
が
(
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
二
六
〉
、

親
郊

・
大
赦
と
改
元
と
が
極
め
て
接
近
し

た
時
貼
で
行
わ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
に
も
、
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

次
の
貞
元
元
年
(
七
八
五
〉
多
至
の
親
郊
の
目
的
は
、

(日〉

あ
り
、

朱
批

・
李
懐
光

・
李
希
烈
ら
の
凱
の
卒
定
を
美
天
上
一
帝
や
祖
廟
に
告
謝
す
る
こ
と
に

『
陸
宣
公
翰
苑
集
』
巻
六
に
牧
鋒
さ
れ
た
美
天
上
一
帝

・
玄
宗
廟

・
粛
宗
廟

・
代
宗
廟
へ
の
告
謝
文
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た

『
新
唐
書
』
徳
宗
紀
同
年
僚
に
は

十
一
月
笑
卯
、
南
郊
に
有
事
す
。
大
赦
し
て
奉
天
・
輿
元
の
雇
従
の
百
官
、
牧
京
の
将
士
に
階

・
動

・
簡
を
賜
ふ
。

『
蓄
唐
書
』
徳
宗
紀
か
ら
は
親
郊
に
海
減
・
李
抱
県

・
巌
震

・
酪
元
光

・
韓
遊
竣
・
唐
朝
臣

・
康
日
知
等
の
大
将
が
侍
記
し
た
こ
と

が
判
る
。
以
上
の
顔
ぶ
れ
や
賜
輿
の
針
象
か
ら
見
て
も
、
朱
批
の
蹴
の
卒
定
を
契
機
と
す
る
親
郊
で
あ
司
た
こ
と
が
剣
る
。
ま
た
、

と
あ
り
、

『
陸
宜
公
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。
南
郊

・
太
廟

・
太
清
宮
欄
の
。
は
親
祭
、

O
は
有
司
領
事
を
一
示
す
。
後
者
は
即
位
に
関
係
す
る
も
の
の
み
を
記
し
た。

他
祭
杷
欄
に
は
郊
廟
の
親
祭
に

関
係
す
る
祭
犯
を
掲
げ
て
あ
る
。
各
欄
の
右
肩
の
数
字
は
日
附
を
示
し
、
必
要
に
感
じ
て
干
支
等
を
記
入
し
て
あ
る
。

。
大
赦
・
改
元
欄
及
び
出
典
欄
の
口
は
記
事
の
存
在
を
示
す
。
大
赦
・
改
元
欄
の
日
附
は
右
に
同
じ
。

出
典
欄
の
舎
は
『
唐
曾
要
』
巻

二
二
、
献
は
『
文

献
遁
考
』
巻
九
七
で
、

こ
れ
ら
は
太
廟
の
親
祭
の
み
の
記
録
で
あ
る
。
ま
た
、
奮
|
『
奮
唐
書
』
本
紀
、
新
l
『
新
唐
書
』
本
紀
、
鐙
|

『
資
治
通

鑑
』
の

一
連
の
親
祭
に
つ
い
て
は
、
そ
の
う
ち
の
ど
の
記
録
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
太
清
宮
|
清
、
太
廟
|
廟、

南
郊

l
郊
の
字
を
出
奥
欄
に
記

入
し
た
。
備
考
欄
の
『
加
』
は

『
加
府
元
亀
』
の
略
。

。
憲
宗
の

x
は
計
査
の
中
止
、
宣
宗
の

x
x
は
前
の
記
事
の
重
出
を
示
し
、
共
に
寅
際
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

- 83ー



332 

集
』
袋
二
所
牧
の
こ
の
時
の
大
赦
文
(
冬
至
大
躍
大
赦
制
)
に
は
「
南
郊

・
太
清
宮
・
太
廟
の
躍
に
行
事
を
職
掌
す
べ
き
官
」
云
々
と
あ
り
、
他

の
史
料
に
は
見
え
な
い
太
清
宮
の
祭
肥
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
表

一
の
太
清
宮
は
こ
れ
に
撲
っ
た
も
の
で
、
そ
の
祭
把
は
お
そ
ら
く
太
廟
親

享
前
日
の
九
日
に
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

唐
代
の
皇
一一
帝
祭
杷
は
大
中
小
の
三
ラ

ン
ク
に
分
れ
、

郊
記
・
宗
廟
は
大
杷
に
麗
し
て
い
た
が
、

粛
宗
の
上
元
元
年
(
七
六

O
)
閏
四
月
以
来

中
間
・
小
間
及
び
雑
記
は
停
止
さ
れ
て
い
た
(
『
資
治
通
鑑
』
各
三
二
〉
。
貞
元
二
年
(
七
八
六
〉
四
月
に
徳
宗
は
、
小
杷
で
あ
っ
た
風
伯
・
雨
師

(
M〉

に
つ
い
て
中
杷
と
同
様
に
祝
版
の
御
署
の
あ
と
に
再
拝
す
る
よ
う
に
定
め
、
四
年
五
月
に
は
中
杷
で
あ
る
五
獄

・
四
鎮

・
四
海

・
四
漬
の
覗
版

ま
た
六
年
二
月
に
は
四
孟
月
に
讃
時
令
の
瞳
を
行
う
よ
う
に
命
じ
(
『
玉
海
』
径
二

一)
、
六
月
に

の
御
署
を
復
活
し
た
(
『
加
府
元
亀
』
巻
三
四
〉
。

(

お

)

は
小
間
の
五
龍
壇
の
祭
杷
を
復
活
し
た
。
以
下
に
述
べ
る
郊
廟
の
親
祭
と
こ
れ
ら
各
種
祭
杷
の
復
活
と
は
、
徳
宗
の
祭
把
に
劃
す
る
闘
心
の
高

さ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

郊
廟
親
祭
に
戻
っ
て
、
貞
元
六
年
の
親
祭
の
理
由
に
つ
い
て
は
、

『
醤
唐
書
』
徳
宗
紀
下
同
年
僚
に
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多
十
月
己
亥
、
文
武
百
寮

・
京
城
の
道
俗
、
抗
表
し
て
徽
披
を
請
ふ
。
上
回
く
、
股
は
、
春
秋
元
皐
に
し
て
粟
姿
登
ら
ず
、
朕
精
誠
も
て

祈
祷
し
、
甘
雨
を
降
す
を
獲
、
既
に
幽
旦
穣
を
致
す
を
以
て
郊
廟
に
告
謝
す
。
股
倫
し
躍
柁
に
因
り
て
徽
慌
を
受
く
れ
ば
、
是
れ
震
に
之
を

震
す
有
ら
ん
。
固
請
を
煩
す
勿
れ
。

と
あ
る
。
親
祭
そ
の
も
の
は
九
月
一
六
日
己
卯
の
詔
で
決
定
し
た
が

(
同
書
同
紀
)
、

た
て
ま
っ

そ
れ
に
あ
わ
せ
て
群
臣
が
徽
披
を
上
ろ
う
と
し
た
の
に

割
し
、
徳
宗
が
そ
れ
を
固
辞
し
た
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
右
の
文
に
撲
れ
ば
、
抗
皐
に
よ
る
不
作
に
劃
す
る
徳
宗
の
前
雨
に
よ
り
、
甘
雨
が
あ

と
封
比
す
る
と
親
祭
の
動
機
と
し
て
い
か
に
も
卒
九
で
あ
る
。

っ
て
盟
作
と
な
っ
た
こ
と
が
今
回
の
親
祭
の
具
睦
的
理
由
と
な
る
。
甘
雨
と
豊
穣
に
射
す
る
告
謝
と
い
う
こ
の
理
由
は
、
粛
宗
以
来
の
諸
事
例

前
述
の
諸
祭
杷
復
活
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
皇
帝
祭
杷
充
買
の
意

お
そ
ら
く
、

欲
が
徳
宗
に
あ
り
、

そ
の
延
長
線
で
、
自
ら
の
新
雨
に
よ
る
豊
作
を
契
機
と
す
る
今
回
の
親
祭
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
唐
後
牛
期
で
は
、

徳
宗
は
皇
一帝
祭
杷
の
質
施
に
最
も
熱
心
な
皇
帝
で
あ
っ
た
。
長
安
を
回
復
し
た
徳
宗
に
は
、
皇
帝
祭
杷
の
充
買
や
郊
廟
親
祭
の
寅
施
に
よ
っ
て



唐
靭
の
安
泰
を
天
下
に
示
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
感
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
武
后
以
来
の
政
争
を
牧
拾
し
て
開
元
の
治
を
開
花
さ
せ
た

(
日
山
〉

郊
廟
そ
の
他
の
祭
把
の
寅
施
に
極
め
て
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
と
、

そ
の
心
情
に
お
い
て
一
服
遁
ず
る
所
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

玄
宗
が
、

か
最
後
に
、
貞
元
九
年
〈
七
九
三
〉
多
至
の
親
祭
に
つ
い
て
は
、

み
の
り

初
め
、
一
帝
は
是
歳
に
年
有
り
、
轡
夷
朝
貢
せ
る
を
以
て
、
親
し
く
郊
廟
に
告
せ
ん
と
思
ふ
。

『
加
府
元
亀
』
巻
三
四
帝
王
部
崇
祭
間
三
同
年
僚
の
原
註
に

と
あ
り
、

『
奮
唐
書
』
徳
宗
紀
下
の
親
郊
嘗
日
の
大
赦
文
に
は

ち

か

し

た

が

皇
霊
は
懐
顧
し
、
宗
祉
は
枯
を
垂
れ
、
年
穀
は
豊
阜
に
、
荒
服
は
舎
同
す
。
遠
き
は
至
り
遜
き
は
安
ん
じ
、
中
外
戚
な
若
ひ
、
永
く
多
枯

を
惟
ひ
、
買
に
玄
休
を
荷
ふ
。
是
を
用
て
度
み
て
曜
章
を
奉
じ
、
婦
ら
郊
廟
に
薦
め
、
克
く
因
心
之
敬
を
展
ベ
、
報
本
之
誠
を
申
ぶ
る
を

獲
ん
。

と
あ
る
。
以
上
に
擦
れ
ば
、
こ
の
年
に
年
穀
豊
阜
で
異
民
族
も
来
朝
し
た
こ
と
が
親
祭
の
理
由
で
あ
っ
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
郊
杷
直
前
の

そ
れ
よ
り
も
同
年
に
剣
南

徳
宗
が
こ
れ
を
太
廟
に
見
せ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
(
同
書
同
紀
下
〉
、

F
同

υ。。

一
O
月
に
環
主
園
(
林
邑
)
が
犀
牛
を
献
じ
、

西
川
の
売
女
園
王
・
寄
滞
王
・
白
狗
王
・
弱
水
王
・
遁
租
王
弟
・
南
水
王
姪
が
来
朝
し
た
こ
と
〈
同
書
同
紀
下
及
び
南
鐙
俸
〉
の
方
が
重
要
で
あ

ろ
う
。
唐
の
吐
蕃
・
南
詔
離
開
策
が
奏
功
し
、
南
詔
が
従
来
の
吐
蕃
へ
の
臣
従
を
改
め
て
唐
へ
の
婦
層
の
意
志
を
表
明
し
た
の
が
こ
の
年
で
、

〈口〉

莞
女
園
等
六
園
の
唐
へ
の
入
朝
も
こ
の
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
親
郊
の
理
由
と
さ
れ
る
豊
作
と
朝
貢
の
う
ち
、
後
者
は
吐
蕃
針
策

の
成
功
と
い
う
劃
期
的
事
賓
で
あ
ア
た
。
し
か
る
に
、
前
者
は
貞
元
六
年
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
の
理
由
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
皇
帝
に
よ
る
祈
雨

も
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
年
の
親
祭
は
、
貞
元
六
年
と
同
じ
皇
一
帝
一
祭
杷
充
寅
策
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
が
、
唐
朝
の
劉
外
関
係
改
善
の
契
機
と

な
る
売
女
園
以
下
六
園
の
入
朝
の
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
直
接
の
動
機
と
な
ア
た
、
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

四

)

と
と
ろ
で
、
宋
代
に
は
三
年
に
一
度
大
規
模
な
親
郊
が
行
わ
れ
、
首
都
の
人
々
の
耳
目
を
集
め
る
盛
儀
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
三
年
一
郊
に
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つ
い
て
、

『
文
献
逼
考
』
巻
九
九
宗
廟
考
九
の
末
尾
の
案
文
は
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唐
中
葉
以
後
に
至
り
て
始
め
て
制
を
定
め
、

三
歳
一
郊
杷
之
時
に
於
て
、

前
二
日
太
清
宮
・
太
廟
に
朝
享
し
、

次
日
方
に
南
郊
に
有
事

す

と
記
し
て
お
り
、
三
年
一
一
親
郊
の
制
度
が
唐
中
期
以
降
に
始
ま
っ
た
よ
う
に
受
取
れ
る
。
す
る
と
、
際
だ
っ
た
特
徴
の
な
い
貞
元
六
年
・
九
年

の
親
郊
の
存
在
は
、
そ
の
最
初
の
例
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
て
く
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
外
に
唐
代
で
三
年
ご
と
に
皇
帝
親
郊
が
行
わ
れ
た
例

は
、
麓
宗
威
通
元
年
・
四
年
の
場
合
が
翠
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
三
年
一
一
親
郊
の
可
能
性
を
持
つ
唐
代
の
事
例
は
、
徳
宗
と
艶
宗

と
の
こ
例
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
貞
元
六
年
・
九
年
の
場
合
に
、

た
と
い
一
般
的
で
も
豊
年
・
朝
貢
と
い
う
一
臆
の
理
由
が
立
て
ら

れ
る
の
は
無
視
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
宋
代
の
よ
う
な
三
年
一
一
親
郊
の
慣
例
は
唐
後
半
に
は
未
だ
成
立
し
て
い
な
か
司
た
、
と
言
い
得
る
。

明
ら
か
に
成
立
し
て
い
た
の
は
、
郊
把
に
先
立
っ
て
行
う
太
清
宮
l
太
廟
の
順
の
祭
杷
で
あ
っ
た
。

『
文
献
逼
考
』
巻
九
九
「
至
唐
中
葉
以
後

「
前
二
日
朝
享
太
清
宮
」
以
下
に
か
か
る
説
明
文
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
聞
の
「
於
三
歳
一
郊
杷
之
時
」
は
、

(
M
M
)
 

宋
代
の
事
質
に
基
く
挿
入
句
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
唐
後
宇
の
事
賓
の
説
明
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

始
定
制
」
の
一
文
は
、

般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
徳
宗
の
郊
廟
親
祭
で
は
、
最
初
の
二
例
に
そ
れ
ぞ
れ
濁
自
の
理
由
を
求
め
得
る
の
に
射
し
て
、
後
の
二
例
の
親
祭
の
理
由
は
や
や
一

し
か
し
、
後
二
者
を
宋
代
の
三
年
一
親
郊
の
先
駆
的
な
例
と
見
倣
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
徳
宗
は
郊
廟
以
外
の
皇
帝
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祭
把
の
復
活
に
も
強
い
意
欲
を
燃
や
し
て
お
り
、

そ
の
姿
勢
は
、
諸
藩
銀
と
封
抗
す
る
中
で
唐
朝
の
主
導
権
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
、
彼
の
政

治
課
題
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

帥

憲

，三~

方て

貞
元
一
一
一
年
(
八
O
五
〉
正
月
に
印
位
し
た
順
宗
は
、

病
弱
を
も
っ
て
八
月
に
憲
宗
に
譲
位
し
、

郊
廟
の
親
祭
を
行
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

八
月
四
日
庚
子
の
譲
位
の
詔
(
『
奮
唐
書
』
順
宗
紀
〉
に

而
し
て
天
佑
降
ら
ず
、
疾
義
彦
る
無
し
。
絡
に
何
を
以
て
宗
廟
之
霊
を
奉
り
、
郊
耀
之
櫨
を
展
ぶ
る
ベ
け
ん
や
。



と

そ
の
こ
と
を
退
位
の
理
由
の
一
つ
に
奉
げ
て
い
る
の
は
、

本
稿
の
主
旨
か
ら
見
て
注
意
す
べ
き
黙
で
あ
る
。

こ
う
し
て
帥
位
し
た
憲
宗

は
、
二
年
後
の
元
和
二
年
(
八
O
七
〉
正
月
に
な
っ
て
-
初
め
て
一
連
の
親
祭
を
行
っ
た
。

前
年
に
即
位
後
の
親
祭
を
行
わ
な
か
っ
た
の
は
、

正

月
一
九
日
甲
申
に
順
宗
が
崩
御
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
正
月
上
辛
に
あ
わ
せ
て
一
連
の
親
祭
を
暴
行
す
る
と
す
れ
ば
、

て
の
日
程
と
な
る
が
、

四
日
か
ら
六
日
に
か
け

そ
の
頃
に
は
順
宗
の
病
肢
が
悪
化
し
て
い
た
の
で
正
月
の
親
祭
を
見
合
せ
、

翌
年
に
あ
ら
た
め
て
行
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

憲
宗
の
郊
廟
親
祭
は
以
上
の
一
回
に
止
ま
る
が
、
元
和
五
年
(
八
一

O
〉一

O
月
二

O
日
丁
亥
の
制
で
は
、
翌
年
正
月
一
四
日
の
太
清
宮
へ
の

朝
献
、
一
五
日
の
謁
太
廟
、
二
ハ
日
の
東
郊
で
の
籍
回
が
決
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
一
月
九
日
丙
午
の
「
江
准
水
早
之
徐
、
河
朔
師
放
之
後

を
以
て
、
宜
し
く
物
力
を
寛
う
し
、
以
て
元
元
を
済
ふ
ベ
し
。
」
と
の
制
で
、
結
局
は
停
止
さ
れ
た
(
『
崩
府
元
亀
』
巻
二
五
帯
主
部
籍
田
)
。

う
し
て
中
止
に
終
っ
た
籍
回
の
親
耕
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
黙
が
二
つ
あ
る
。

V 

'-

一
つ
は
太
清
宮
|
太
廟
|
籍
回
と
い
う
日
程
で
、
親
郊
と
同

- 87ー

一
の
順
で
太
清
宮
|
太
廟
の
祭
杷
が
籍
回
に
附
随
し
て
い
る
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
太
清
宮
や
太
廟
の
祭
杷
が
、

他
の
祭
把
の
前
に
そ
の
寅
行
を
租
霊
に
告
げ
る
告
祭
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
太
清
宮
は
宗
廟
で
は
な
い
が
、
唐
朝
の
租
と
さ
れ
る

〈

初

〉

老
子
の
聖
租
廟
と
し
て
、
成
立
以
来
宗
廟
に
類
す
る
祭
場
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
即
位
後
最
初
の
一
連
の
親
祭
で
は
、
太
清
宮
|

太
廟
の
祭
把
は
親
郊
の
前
の
告
祭
〈
親
告
〉
で
あ
り
、
祭
把
の
重
黙
は
最
終
日
の
親
郊
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
以

下
の
諸
事
例
で
さ
ら
に
検
討
し
よ
う
。

い
ま
一
つ
は
、
こ
れ
が
師
位
後
最
初
の
親
耕
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
、
太
宗
・
高
宗
や
粛
宗
の
時
に
は
最
初
の

親
郊
の
翌
年
正
月
に
籍
回
の
親
耕
が
行
わ
れ
、
容
宗
の
時
に
は
中
宗
の
喪
の
明
け
た
正
月
に
廟
享
・
南
郊
と
共
に
親
耕
が
行
わ
れ
た
。
今
度
の

籍
回
は
親
郊
の
四
年
後
に
な
る
が
、

こ
れ
に
闘
し
た
元
和
五
年
(
八
一

O
〉
の
太
常
修
撰
章
公
粛
の
奏
に
は
、
「
籍
回
の
瞳
慶
さ
れ
て
己
に
五

十
徐
年
」
云
々
と
あ
る
(
『
加
府
元
亀
』
巻
二
五
)
。
元
和
五
年
か
ら
五
十
年
前
と
言
え
ば
、
粛
宗
乾
元
二
年
(
七
五
九
〉
の
籍
回
が
ま
さ
し
く
そ

つ
ま
り
、
代
宗
以
後
に
は
籍
回
の
親
耕
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
元
和
六
年
の
籍
回
は
貫
施
さ
れ
て
い
れ
ば
半
世
紀
ぶ
り
の
復

335 

れ
に
一
該
営
す
る
。
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活
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
憲
宗
の
聞
位
後
最
初
の
親
郊
か
ら
籍
固
ま
で
三
、
四
年
の
間
隔
が
空
い
て
も
仕
方
が
な
い
の
で

は
な
い
か
。
太
宗
・
高
宗
・
容
宗
・
粛
宗
そ
し
て
憲
宗
と
奉
げ
て
く
る
と
、
必
ず
し
も
順
調
に
行
わ
れ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
最
初
の
親
郊
の

あ
と
の
籍
回
も
、
唐
代
の
印
位
後
の
祭
把
の
一
環
と
し
て
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

伺

穆
宗
・
敬
宗
・
文
宗

穆
宗
・
敬
宗
の
場
合
、

翌
年
に
最
初
の
親
祭
を
行
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
徳
宗
の
始
め
た
即
位
翌
年
正
月
の
親
祭
は
、
そ
の
後
順
嘗
に
受
け
躍
が
れ
た
の
で
あ
る
。
さ

い
ず
れ
も
聞
位
翌
年
正
月
の
親
祭
が
在
位
中
唯
一
の
郊
廟
親
祭
と
な
っ
た
。
憲
宗
も
順
宗
の
不
議
が
な
け
れ
ば
即
位

ら
に
注
一
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
穆
宗
の
時
に
一
連
の
祭
-
柁
の
最
後
、
親
郊
の
蛍
日
に
改
元
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
聞
位

翌
年
の
聡
年
改
元
を
し
た
太
宗
・
高
宗
・
中
宗
(
問
聖
と
改
元
)
・
徳
宗
の
諸
一
帝
一
は
、
す
べ
て
正
月
一
日
に
改
元
し
て
い
た
。
そ
れ
が
こ
の
時
に

は
、
最
初
の
親
祭
に
ひ
き
ず
ら
れ
る
形
で
改
元
が
持
ち
越
さ
れ
、
最
初
の
親
郊
嘗
日
に
大
赦
と
改
元
と
が
併
せ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
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か
っ
そ
の
中
で
最
後
の
郊
杷
が
最
も
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
現
れ
と

(

幻

)

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
穆
宗
の
一
連
の
親
祭
の
時
に
太
中
大
夫
か
ら
正
議
大
夫
に
昇
進
し
た
許
途
忠
な
る
人
物
が
い
る
が
、
彼
の
墓
誌
に

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
即
位
翌
年
の
一
連
の
親
祭
が
重
要
と
な
り
、

(
一
万
和
一
五
年
)
十
二
月
、
太
中
大
夫
内
侍
省
内
侍
に
遁
る
。
郊
壇
之
盛
躍
に
嘗
た
り
、
禁
放
之
殊
殺
を
賞
さ
れ
、
允
に
忠
俗
に
答
へ
、

愛
に
寵
光
を
増
す
。
長
慶
元
年
、

正
議
大
夫
に
轄
じ
、
高
陽
鯨
開
園
男
に
準
封
せ
ら
れ
、
食
口
巴
三
百
戸
た
り
。

と
あ
り
、
昇
進
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
親
祭
を
「
郊
壇
之
盛
瞳
」
つ
ま
り
南
郊
の
盛
曜
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

一
連
の
親
祭
の
中
心

が
南
郊
の
親
間
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
よ
う
。

文
宗
の
場
合
、
親
祭
が
在
位
中
に
一
度
し
か
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
穆
宗
・
敬
宗
の
時
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
即
位
の
三
年
後
に
、

正
月
で
は
な
く
多
至
に
行
わ
れ
た
貼
が
異
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

二
八
〉
に
、
即
位
後
足
か
け
四
年
目
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
あ
と

大
和
三
年
ハ
八
二
九
〉
一
一
月
一
八
日
の
赦
文
(
『
文
苑
英
華
』
巻
四



お
よ

伐
叛
之
師
を
興
す
に
属
び
、
未
だ
婚
柴
之
穫
に
暇
あ
ら
ず
。
租
宗
の
保
祐
、
上
一
帝
の
監
臨
に
頼
り
、
気
底
澄
清
た
り
て
弓
文
豪
散
さ
る
。

今
南
至
に
因
り
、
園
丘
に
有
事
し
、
誠
敬
を
二
儀
に
薦
め
、
感
慕
を
九
廟
に
申
ベ
ん
。

と
記
し
て
い
る
。
鍍
飽
征
討
の
た
め
聞
位
後
の
親
祭
を
こ
れ
ま
で
行
え
な
か
っ
た
が
、
祖
宗
・
上
一
帝
の
祐
助
で
鎮
定
で
き
た
の
で
多
至
に
嘗
た

っ
て
郊
廟
を
親
祭
す
る
こ
と
に
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
文
宗
が
李
同
捷
を
討
っ
て
槍
州
・
景
州
を
中
心
と
す
る
河
朔
諸
州
を
鎮
定
し
た
の

が
こ
の
年
で
、
親
祭
が
聞
位
後
四
年
目
ま
で
遅
延
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
諸
藩
鎮
と
の
戦
闘
の
故
で
あ
っ
た
。
代
宗
以
後
の
諸
一
帝
の
中
で
、

そ
の
理
由
は
こ
の
よ
う
な
明
確
な
も
の
で
あ
司
た
。
従
っ
て
徳
宗
以
後
、
即
位
の

最
初
の
郊
廟
親
祭
が
最
も
遅
れ
た
の
が
文
宗
で
あ
っ
た
が
、

翌
年
に
太
清
宮
|
太
廟
|
南
郊
の
順
に
親
祭
を
行
う
慣
例
が
確
立
し
た
、
と
言
い
切
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
も
穆
宗
以
後
は
、
大
赦
の
み
な

ら
ず
改
元
ま
で
親
郊
嘗
日
に
合
わ
せ
て
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

円

武

に圭7

刀可

- 89-

武
宗
は
曾
昌
元
年
と
五
年
と
の
こ
度
の
一
連
の
親
祭
を
行
っ
た
が
、
前
者
は
即
位
翌
年
の
親
祭
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
『
新
唐
書
』
武

宗
紀
に

(
舎
自
国
)
五
年
正
月
己
酉
、
霊
臣
傘
読
を
上
り
て
仁
聖
文
武
章
天
成
功
神
徳
明
道
大
孝
皇
帝
と
日
ふ
。
是
日
太
清
宮
に
靭
献
し
、
庚
戊
太

廟
に
朝
享
し
、
辛
亥
南
郊
に
有
事
す
。

〈

幻

)

と
あ
り
、
群
臣
か
ら
晶
存
続
を
上
ら
れ
た
こ
と
に
因
る
親
祭
で
あ
っ
た
こ
と
が
剣
る
。
ま
た
『
資
治
逼
鑑
』
袋
二
四
八
舎
昌
四
年
九
月
僚
に
は

乙
亥
〈
二
五
日
〉
李
徳
裕
等
隼
競
を
上
る
こ
と
を
請
ひ
、
且
つ
言
へ
り
、
古
よ
り
一
帝
王
、
大
功
を
成
せ
ば
必
ず
天
地
に
告
ぐ
。

后
耐
廟
せ
る
に
、
陛
下
未
だ
嘗
て
親
調
せ
ず
、
と
。
上
健
然
と
し
て
日
く
、
郊
廟
之
櫨
は
誠
に
宜
し
く
亙
か
に
行
ふ
べ
く
も
、
徽
稿
に
至

り
て
は
敢
て
嘗
る
所
に
非
ず
、
と
。
九
そ
五
た
び
上
表
し
、
乃
り
て
之
を
許
す
。

叉
宣
誌
太

337 

と
あ
る
。
念
競
の
件
は
前
年
九
月
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
後
段
に
譲
り
、
そ
の
前
に
同
じ
上
言
に
あ
る
宣
誌
太
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后
の
こ
と
か
ら
、
首
時
の
謂
廟
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
こ
う
。

謁
廟
は
、
漢
代
で
は
削
位
の
後
に
高
租
廟
に
(
後
淡
で
は
翌
日
に
光
武
一帝
の
世
租
廟
に
も
〉
謁
す
る
躍
と
し
て
、
即
位
儀
躍
に
必
須
の
儀
躍
で

(幻
)

(

U

A

)

あ
っ
た
。
し
か
し
、
南
朝
に
は
皇
太
子
以
外
の
者
が
一
帝
位
に
聞
い
た
場
合
に
の
み
行
う
躍
と
な
り
、
唐
で
は
即
位
後
の
謁
廟
は
玄
宗
の
み
が

〈

お

〉

行
っ
た
特
殊
な
儀
躍
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
時
代
を
降
る
に
従
っ
て
聞
位
時
の
謁
廟
が
見
ら
れ
な
く
な
る
と
、
注
目
さ
れ
る
の
は
立

太
子
時
の
謁
廟
で
あ
る
。

し
か
し
、

唐
代
で
唯
一
確
認
さ
れ
る
そ
の
事
例
は

武
周
聖
暦
元
年
(
六
九
八
)
の
中
宗
(
嘗
時
は
底
陵
王
〉
の
返
り

咲
き
の
時
の
調
廟
で
あ
っ
て
、
武
后
治
政
下
に
生
じ
た
特
殊
な
事
例
で
あ
司
た
。
ま
た
皇
后
の
謁
廟
を
廟
見
と
い
う
が
、
唐
の
廟
見
は
高
宗
永

〈

お

)

こ
れ
も
特
殊
な
政
治
朕
況
下
で
敢
行
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

徽
六
年
(
六
五
五
)

一
O
月
の
則
天
武
后
立
后
時
の
も
の
の
み
で
あ
り
、

従

て
、
唐
代
で
印
位
・
立
后
・
立
太
子
等
に
関
係
し
た
謁
廟
が
史
料
に
出
て
く
る
場
合
に
は
、

そ
の
内
容
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

宣
叫
印
刷
太
后
は
武
宗
生
母
の
穆
宗
意
妃
で
あ
る
。
武
宗
は
初
め
穆
宗
の
光
陵
を
聞
い
て
宣
誌
太
后
を
耐
葬
し
よ
う
と
し
た
が
、
陵
を
護
く
こ
と

を
中
書
門
下
に
反
射
さ
れ
、
太
后
の
奮
陵
を
増
築
し
て
一
幅
陵
と
し
、

そ
の
神
主
を
太
廟
に
鮒
す
る
こ
と
に
し
た
。
太
后
の
耐
廟
は
即
位
の
牟
年

- 90ー

後
の
開
成
五
年
六
月
で
あ
る
が
(
『
奮
唐
書
』
武
宗
紀
)

太
廟
に
親
謁
す
べ
し
と
い
う
李
徳
裕
の
論
擦
の
一
つ
が
宣
誌
太
后
の
廟
室
に
武
宗
が
親

謁
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、

翌
年
正
月
の
最
初
の
親
祭
で
は
武
宗
は
そ
の
廟
室
に
調
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
台、

し
、
以
下
に
示
す
舎
昌
五
年
正
月
の
親
祭
後
の
大
赦
文
で
は
宣
誌
太
后
の
耐
廟
の
こ
と
に
は
燭
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
太
廟
親
祭
の
主
目
的
で

あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
す
る
と
、
太
后
の
神
主
に
武
宗
が
親
謁
し
て
い
な
い
こ
と
に
李
徳
裕
が
言
及
し
た
の
は
、
親
郊
前
日
の
太
廟
親
告

の
際
に
宣
艶
太
后
へ
の
親
謁
を
質
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
武
宗
に
勘
め
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
前
述
の
よ
う
に
、
親
郊
の
前
の

太
清
宮
|
太
廟
の
祭
杷
は
郊
杷
に
向
け
て
の
告
祭
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
頃
に
は
、

そ
れ
が
謁
廟
の
役
割
も
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
、

と

う
解
稗
も
生
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
親
郊
前
日
の
廟
享
が
租
廟
に
謁
す
る
謁
廟
に
嘗
た
る
と
い
う
震
想
は
、

合
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
右
の
宣
麓
太
后
に
閥
す
る
議
論
か
ら
も
、
同
様
の
護
想
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
時
の
南
郊
赦
文
ハ
『
文
苑
英
華
』
径
四
二
九
所
牧
の
も
の
が
最
も
詳
し
い
〉
に

後
の
京
一帝
(
昭
宣
喬
)
の
場

さ
て
、
舎
昌
五
年
正
月
の
親
祭
賞
施
の
理
由
に
つ
い

て
は
、



①
対
抗
骨
虜
衆
は
需
離
し
、
部
族
は
歎
附
し
、
帯
子
を
曹
袋
之
所
に
牧
め
、
名
王
を
冠
帯
之
臣
と
篤
す
を
致
す
。
慰
問
b
来
朝
し
て
高
里
を
遠

し
と
せ
ず
、
夷
箔
化
に
轡
ひ
て
克
く
九
州
と
同
じ
く
す
。
②
重
ね
て
上
黛
の
狂
童
購
か
に
叛
跡
を
襲
う
を
以
て
、
問
罪
之
師
既
に
集
ま

り

元
兇
之
首
迭
に
巣
せ
ら
る
。

(
中
略
〉
此
れ
皆
宗
祉
霊
を
降
し
て
時
政
を
助
成
す
、

量
に
脹
の
涼
徳
濁
り
販
の
功
を
撞
に
せ
ん
や
。

而
る
に
中
外
の
誠
臣
、
文
武
の
多
士
、
累
ね
て
懇
疏
を
陳
べ
、
再
び
鴻
名
を
奉
げ
ん
と
す
。
世
附
す
る
も
従
ふ
を
獲
ず
、
此
の
虚
美
を
被
ら

ん
。
是
を
用
て
清
廟
に
度
告
し
、
上
玄
に
明
躍
す
。

と
あ
る
。
①
②
に
つ
い
て
は
、
右
大
赦
文
の
後
段
に
「
回
鵠
を
破
る
及
び
昭
義
を
攻
討
す
る
立
功
の
節
度
使
に
し
て
卒
章
事
を
帯
せ
ざ
る
者
、

及
び
劉
河
・
李
思
忠
に
は
各
一
子
に
正
員
九
品
官
を
興
ふ
。
」
と
あ
り
、

(

幻

〉

撫
で
あ
っ
た
こ
と
が
剣
る
。
こ
れ
ら
が
李
徳
裕
の
言
う
「
大
功
」
に
嘗
た
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
群
臣
が
武
宗
に
隼
競
を

(

お

〉

上

っ
た
理
由
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
傘
競
の
進
上
が
皇
帝
親
祭
の
動
機
と
な
っ
た
例
は
こ
れ
ま
で
に
も
あ
っ
た
が
、
等
蹴
進
上
に
至
る
直
接
の

①
が
キ
ル
ギ
ス
と
協
同
し
て
の
回
鵠
卒
定
、

②
が
昭
義
藩
鎮
の
招

す
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
郊
杷
も
親
和
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
回
鵠
卒
定
や
昭
義
藩
鎮
の
招
撫
が
嘗
時
の
唐
朝
に
と
っ
て

重
大
な
出
来
事
で
あ
っ
た
、
と
も
言
え
る
が
、
粛
宗

・
代
宗
以
後
の
親
祭
で
郊
杷
が
最
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
司
た
結
果
で
あ
る
、
と
も
言

- 91ー

事
由
ま
で
明
ら
か
に
な
る
も
の
は
無
く
、
そ
の
貼
で
こ
れ
は
貴
重
な
例
と
い
え
る
。
ま
た
、
従
来
は
傘
競
進
上
に
劃
し
て
皇
帝一
は
太
廟
に
親
享

え
る
で
あ
ろ
う
。

8:;) 

宣

，三ァ
方言

大
中
元
年
正
月
の
宜
宗
の
聞
位
翌
年
正
月
の
親
祭
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
の
大
赦
文
(
『
文
苑
英
華
』
巻
四
三

O
)
に

霊
に
首
正
に
因
り
、
克
く
券
典
を
奉
げ
、
受
命
之
纂
緒
を
告
げ
、
巌
配
之
盛
儀
を
展
ぶ
。

と
あ
り
、
こ
の
親
郊
が
皇
一
帝
と
し
て
の
受
命
を
天
に
告
げ
る
祭
杷
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
印
位
後
最
初
の
親
郊
の
意

339 

義
が
史
料
の
上
で
確
認
で
き
る
の
は
貴
重
で
あ
る
。
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女
に
大
中
七
年
正
月
の
親
祭
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
今
の
大
中
元
年
の
親
祭
の
重
出
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
。
ま
ず
、
親
祭
の
日
取
は
正
月
一
五

日
か
ら
一
七
日
で
大
中
元
年
と
全
く
同
一
で
あ
る
。
ま
た
、
大
中
元
年
の
大
赦
文
は
右
の
如
く
停
存
し
て
い
る
が
、
大
中
七
年
の
大
赦
文
の
内

容
を
停
え
る
史
料
は
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
、

『
唐
舎
要
』
巻
一
三
親
饗
廟
に
は
「
宣
宗
一
、
大
中
元
年
正
月
」
と
あ
る
の
に
封
し
、

『
文
献

通
考
』
巻
九
七
宗
廟
考
七
唐
諸
一
帝
一
親
饗
廟
に
は
「
宣
宗
一
、
大
中
七
年
正
月
」
と
あ
っ
て
、
共
に
宣
宗
の
親
祭
を
一
回
と
し
な
が
ら
そ
の
年
決

は
遣
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
貼
か
ら
、
大
中
元
年
正
月
一
五
日
か
ら
一
七
日
に
か
け
て
の
親
祭
を
何
ら
か
の
史
料
が
大
中
七
年
に
誤
繋
し
、

そ

れ
が
踏
襲
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
想
定
し
得
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
大
中
七
年
正
月
の
親
祭
を
停
え
る
記
事
を
掲
げ
る
と
、
次
の
三
貼
の
み
で
あ
る
。

a 

春
正
月
戊
申
、
上
は
園
丘
に
把
り
、
天
下
に
赦
す
。

(
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
九
〉

b 

宜
宗
大
中
七
年
正
月
、
南
郊
に
有
事
す
。

(
『
加
府
元
亀
』
を
三
四
〉

c 

七
年
正
月
丙
午
、
太
清
宮
に
朝
献
し
、

丁
未
、
太
廟
に
朝
享
し
、
戊
申
、
南
郊
に
有
事
し
、
大
赦
す
。

(
『
新
唐
書
』
宣
宗
紀
〉

- 92ー

ほ
か
に
『
唐
舎
要
』
巻
一

O
上
親
奔
郊
に
も
記
事
が
あ
る
が

c
の
節
略
で
あ
り
、

『
唐
舎
要
』
本
来
の
文
で
は
な
い
。
以
上
の
う
ち
で
最
も
詳

し
い
の
は

c
で
あ
る
が
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
信
頼
し
得
る
記
事
で
あ
る
と
は
断
言
で
き
な
い
。
前
述
の
如
く
、
親
郊
の
一
七
日
は
大
中
元
年
の

親
郊
の
日
と
同
じ
で
あ
る
。
徳
宗
以
後
の
親
郊
の
日
取
は
、
こ
れ
ら
以
外
は
多
至
で
な
け
れ
ば
正
月
上
辛
で
あ
り
、
櫨
制
上
の
郊
杷
の
日
が
そ

の
ま
ま
選
ば
れ
て
い
る
。
大
中
元
年
正
月
の
親
郊
に
一
七
日
(
甲
寅
〉
が
選
ば
れ
た
理
由
は
説
明
し
難
い
が
、
同
様
に
大
中
七
年
の
場
合
で
も
、

正
月
一
七
日
(
戊
申
〉
に
郊
杷
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
見
出
し
難
い
。

す
る
と

大
中
元
年
正
月
一
七
日
の
親
郊
を
大
中
七
年
正

月
一
七
日
と
誤
侍
し
た
史
料
が
あ
っ
て

b
が
そ
れ
を
踏
襲
し
た
か
、
或
い
は
b
が
直
接
大
中
元
年
を
七
年
と
誤
り
、

申
に
改
め
、
前
例
に
則
っ
て
丙
午
太
清
宮
と
丁
未
太
廟
及
び
大
赦
と
の
記
事
を
作
成
し
て
前
後
に
挿
入
し
、
そ
れ
を

a
が
節
略
し
て
記
し
た
、

C

が
一
七
日
を
干
支
の
戊

と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
新
唐
室
田
』
本
紀
は
親
郊
を
俸
え
る
時
に
、
他
の
史
料
に
増
し
て
丹
念
に
前
々
日
の
太
清
宮
、
前
日
の
太
廟
の
記
事
を
併
記
し
て
い
る
の
が



特
色
で
あ
る
(
表
一
参
照
)
。

大
中
七
年
に
つ
い
て
も
、

「
戊
申
有
事
子
南
郊
」

の
記
事
を
一
核
に
前
日
・
前
々
日
の
記
事
を
加
上
し
、

『
新
唐
書
』
宣
宗
紀
の
同
年
の
記
事
は

c
よ
り
他
に

さ
ら
に

「
大
赦
」
の
二
字
を
末
尾
に
添
え
て
文
章
を
整
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
何
よ
り
も
、

存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
前
述
の
よ
う
に
、
大
中
七
年
正
月
の
親
郊
に
つ
い
て
は
大
赦
文
も
停
存
せ
ず
、
前
後
の
記
事
を
検
討
し
て
も
親

祭
を
行
う
べ
き
理
由
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
唐
後
半
期
の
中
で
、
親
祭
の
根
接
の
最
も
薄
弱
な
例
と
言
わ
.き
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
大
中
七
年
正
月
の
一
連
の
親
祭
は
も
と
も
と
存
在
せ
ず
、
大
中
元
年
正
月
一
七
日
の
親
郊
を
七
年
正
月
一
七
日
に
誤

繋
し
た
記
事
を
『
新
唐
書
』
や
『
責
治
遁
鑑
』
が
採
用
し
た
、
と
整
理
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宣
宗
の
郊
廟
親
祭
は
、
結
局
即
位
翌

(
m
U
)
 

年
の
一
回
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

。。
詑

，三~

万可

麓
宗
の
郊
廟
親
祭
に
関
し
て
は
、
具
瞳
的
に
は
ほ
と
ん
ど
何
も
剣
ら
な
い
。
威
通
元
年
の
親
祭
は
従
来
の
例
に
倣
っ
た
即
位
翌
年
の
も
の
で

- 93ー

あ
る
。
多
至
に
行
わ
れ
て
い
る
の
は
従
来
の
正
月
上
辛
に
劃
し
て
異
例
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
何
ら
か
の
政
治

的
事
情
で
正
月
に
行
う
こ
と
が
出
来
ず
、
多
至
の
郊
天
の
時
ま
で
延
期
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
興
味
深
い
の
は
改
元
も
多
至
嘗
日
ま
で
延
期
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
、

既
に
親
郊
!
大
赦
改
元
の
結
び
つ
き
が
強
固
に
な
っ
て
い
た
様
相
が
見
て
と
れ
る
。

威
通
四
年
正
月
の
親
祭
に
つ
い
て

も
、
貫
施
す
べ
き
適
切
な
理
由
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
が
、

赦
文
が
節
録
さ
れ
て
お
り
、
『
蓄
唐
書
』
麓
宗
紀
に
も
親
郊
に
伴
う
大
赦
の
存
在
は
俸
え
ら
れ
て
い
る
。

て
、
親
郊
の
責
施
を
疑
う
必
要
は
な
い
。

『
加
府
元
亀
』
巻
六
三
六
鐙
選
部
考
課
二
に
こ
の
時
の
も
の
と
思
わ
れ
る
大

従
っ
て
大
中
七
年
の
場
合
と
遣
っ

{ぬ

億

cと，
万言
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憧
宗
朝
の
郊
廟
親
祭
に
つ
い
て
は
、
初
め
に
繋
年
の
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

し
か
も
そ
れ
が
嘗
時
の
郊
廟
親
祭
の
本
質
理
解
に
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関
係
す
る
。
そ
こ
で
こ
の
段
で
は
、
引
用
文
は
原
文
の
ま
ま
と
す
る
。

『
加
府
元
亀
』
巻
=
二
一
帝
王
部
奉
先
四
に
は
「
乾
符
元
年
十
一
月
庚
寅
、
有
事
子
郊
廟
。
」
と
あ
り
、

は

「庚
寅
、
上
有
事
於
宗
廟
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
併
せ
る
と
、
乾
符
元
年
多
至
に
郊
廟
の
親
祭
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

『
責
治
通
鑑
』
巻
二
五
二
乾
符
二
年
正
月
僚
に
は
「
辛
巳
、
上
記
圏
丘
、
赦
天
下
。
」
と
あ
り
、

『
蓄
唐
書
』
億
宗
紀
同
年
同
月
僚
に

一方、

『
新
唐
書
』
億
宗
紀
に
は
「
(
乾
符
)
二
年
正

月
己
丑
、
朝
献
子
太
清
官
。
庚
寅
、
朝
享
子
太
廟
。
辛
卯
、
有
事
子
南
郊
、
大
赦
。
」
と
あ
る
。

中
心
に
一
連
の
親
祭
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
嘗
時
の
親
郊
の
重
要
性
か
ら
見
る
と
、
近
接
し
た
時
黙
で
二
度
も
親
郊
が
行
わ
れ
た
と
は
思

」
れ
ら
に
按
れ
ば
、
乾
符
二
年
正
月
上
辛
を

わ
れ
ず
、

以
上
の
い
ず
れ
か
の
繋
年
月
が
誤
り
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

『
唐
大
詔
令
集
』
巻
七
二
に
は

「
乾
符
二
年
南
郊
赦
」
文
が
あ

り
、
そ
の
内
容
か
ら
、
こ
の
年
の
正
月
七
日
上
辛
に
親
郊
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
誤
り
な
い
。
そ
れ
で
は
元
年
多
至
の
親
祭
の
方
が
誤
り
で
あ
る

か
と
い
う
と
、
簡
皐
に
そ
う
と
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

- 94ー

乾
符
二
年
正
月
の
親
郊
を
説
く
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
五
二
の
前
年
多
至
傑
を
見
る
と
、
「
十

一
月
庚
寅
、
日
南
至
。
霊
臣
上
品
持
続
日
聖
紳
聴
容

仁
哲
孝
皇
帝
、
改
元
。
」
と
あ
り
、
『
新
唐
書
』
僑
宗
紀
に
も
「
十
一
月
庚
寅
改
元
、
霊
臣
上
傘
披
田
聖
神
聴
容
仁
哲
明
孝
皇
帝
。
」
と
あ

っ
て、

乾
符
元
年
冬
至
に
お
け
る
象
競
の
進
上
と
改
元
と
が
俸
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
諸
例
か
ら
、
こ
れ
ら
二
事
が
親
祭
と
関
係
し
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
な
の
で
、
乾
符
元
年
多
至
の
親
祭
そ
の
も
の
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
こ
で
『
奮
唐
書
』
億
宗
紀
を
見
直
し
て
み
る
と
、

「
庚
寅
、

上
有
事
於
宗
廟
。
」
と
あ
っ
て
宗
廟
(
太
廟
〉
で
の
瞳
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
従
来
の
例
で
も
傘
競
が
進
上
さ
れ
た
時
に
は
皇
帝
は

主
に
太
廟
に
親
享
し
て
お
り
、
多
至
は
通
常
は
郊
天
の
日
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
太
廟
の
親
祭
を
否
定
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
貫
は
、
こ
の
時

に
郊
廟
の
親
祭
が
行
わ
れ
た
と
す
る
の
は
『
加
府
元
組
』
だ
け
な
の
で
あ
る
。
前
出
の
巻
一
一
一
一
の
ほ
か
、
巻
一
五
一
帝
王
部
年
競
に
は
「
億
宗
以

威
通
十
四
年
七
月
二
十
日
即
位
。

明
年
十
一
月
庚
寅
郊
廟
瞳
撃
、
大
赦
改
元
乾
符
。
」
と
あ
り
、

各
三
四
一
帝
王
部
崇
祭
杷
三
に
は
「
信
宗
乾
符

元
年
十
一
月
庚
寅
、
有
事
於
南
郊
。
」
と
あ
り
、
巻
九
一
一
帝
王
部
赦
宥
十
に
は
「
億
宗
乾
符
元
年
十
一
月
、
有
事
於
郊
廟
、
躍
畢
、
御
丹
鳳
棲

大
赦
改
元
。
」
と
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
首
日
の
親
祭
を
南
郊
と
し
て
い
る
の
は
巻
三
四
だ
け
で
、
あ
と
は
す
べ
て
「
郊
廟
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
、



「
郊
廟
」
と
あ
る
の
は
嘗
目
、
が
多
歪
で
あ
る
こ
と
に
引
き
ず
ら
れ
た
誤
り
で
あ
り
、
質
際
に
は
太
廟
の
祭
杷
し
か
行
わ
れ
な
か
っ
た
、
と
考
え

た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
巻
三
四
は
郊
廟
を
南
郊
と
重
ね
て
誤
っ
た
、

『
加
府
元
亀
』

『
奮
唐
書
』
信
宗
紀
に
従
っ
て
「
宗
廟
」
ま
た
は
「
太
廟
」
と
訂
正
す
る
だ
け
で
、
雨
唐
書
の
億
宗
紀
と
『
資
治
通
鑑
』
と
の
記
事
を
す
べ
て

否
定
す
る
こ
と
な
く
、
整
合
的
に
解
揮
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

と
見
る
の
で
あ
る
。

そ
う
す
れ
ば
、

の

「
郊
廟
」

を

ま
た
『
唐
大
詔
令
集
』
巻
七
こ
に
は
、
乾
符
二
年
正
月
親
郊
時
の
大
赦
文
で
あ
る
長
文
の
「
乾
符
二
年
南
郊
赦
」
が
あ
り
、
文
中
に
そ
れ
以

前

の

大

赦

文

を

幾

っ

か

引

用

し

て

い

る

。

「

前

年

十

月

十

二

日

」

中
で
最
も
年
代
の
近
い
の
が

の
赦
文
ま
た
は
赦
書
と

「
前
年
十
一
月
十

日
」
の
赦
令
ま
た
は
赦
書
で
、
引
用
回
数
は
各
二
回
で
あ
る
。

『
唐
代
詔
敷
目
録
』

(
池
田
温
編
、
東
洋
文
庫
、
一
九
八
一
年
〉
で
こ
れ
ら
と
日
附

の
一
致
す
る
赦
文
を
探
す
と
、

威
通
一
四
年
一

O
月
一
二
日
の
天
下
大
赦
文
が
該
首
す
る
。

「
前
年
十
一
月
十
二
日
」
の
赦
令
〈
赦

最
も
年
代
の
近
い
過
去
の
大
赦
文
と
し
て
二
年
前
の
威
逼

す
る
と
、

文
)
は
「
十
月
十
二
日
」
の
誤
記
と
見
る
べ
く
、
乾
符
二
年
正
月
の
大
赦
文
で
は
、

一
四
年
一

O
月
の
文
を
四
回
引
用
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
今
日
の
感
魔
で
は
乾
符
二
年
の
前
年
は
元
年
の
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
大
赦
文
で

は
乾
符
元
年
九
月
の
敷
文
を
「
九
月
四
日
降
郊
瞳
敷
」
と
記
し
、
前
年
と
断
つ
て
は
い
な
い
。
正
月
の
大
赦
文
に
九
月
と
あ
れ
ば
、
前
年
の
九

武
宗
舎
昌
五
年
正
月
・
宜
宗
大
中
元
年
正
月
の
大
赦
文
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
前
年
九
月
の
郊
櫨
敷
〈
後
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月
で
あ
る
の
は
明
白
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

述
)
を
特
に
「
前
年
」
と
は
記
し
て
い
な
い
。

以
上
要
す
る
に
、
威
通
一
四
年
一

O
月
以
後
の
大
赦
文
は
、
乾
符
二
年
正
月
の
大
赦
文
の
引
用
の
劉
象
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
乾
符

元
年
多
至
に
親
郊
が
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、
従
来
の
例
か
ら
見
て
大
赦
も
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
乾
符
元
年
の
親
郊
は
元
来
存
在
し
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
信
宗
の
場
合
に
は
、
即
位
二
年
後
の
乾
符
二
年
正
月
に
太
清
宮
|
太
廟
|
南
郊
の
順
の
親
祭
が
行
わ
れ
、
乾
符
元

(
初
〉

年
の
多
至
に
は
辱
競
の
進
上
に
伴
う
太
廟
の
親
祭
の
み
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
嘗
初
乾
符
元
年
に
一
連
の
親
祭
が
議
定
さ
れ
た

が
、
何
ら
か
の
事
情
で
太
廟
の
親
祭
と
改
元
と
の
寅
施
に
止
ま
り
、

事
情
に
つ
い
て
は
、
今
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
連
の
親
祭
は
翌
年
正
月
に
更
め
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
聞
の

343 
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右
の
考
誼
に
用
い
た
郊
躍
殺
は
、
唐
後
半
の
親
祭
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。
乾
符
二
年
正
月
の
南
郊
赦
文
で
は
、
大
赦
の
除
外
例
を

列
記
し
た
中
に

九
月
四
日
に
郊
躍
教
を
降
し
て
従
り
後
の
流
庇
、
及
び
引
決
せ
る
に
妄
り
に
寛
を
稽
す
る
人
等
、
井
び
に
重
ね
て
推
覆
せ
る
囚
徒
は
、
弁

せ
て
此
の
限
り
に
在
ら
ず
。

「従
九
月
二
十
九
日
降
郊
躍
放
後
流
庇
人
、

「
従
九
月
二
十
二
日
降
郊
瞳
敷
後
流
臣
、
及
引

決
妄
稽
寛
人
等
、
井
重
推
覆
囚
徒
、
並
不
在
此
例
。
」
と
、
乾
符
二
年
の
南
郊
赦
文
と
ほ
ぼ
同
じ
文
が
あ
る
(
同
書
巻
四
三
O
Y
い
ず
れ
も
親
祭

と
あ
っ
た
。
管
見
で
は
郊
櫨
款
と
い
う
用
語
の
初
出
は
武
宗
倉
昌
五
年
正
月
親
郊
の
大
赦
文
で
、

不
在
此
例
。
」
と
あ
る
(
『
文
苑
英
華
』
巻
四
二
九
〉
。
ま
た
宣
宗
大
中
元
年
正
月
の
大
赦
文
に
も
、

に
伴
う
大
赦
が
慣
例
化
す
る
中
で
、
親
祭
決
定
後
の
流
罪
虚
分
者
を
大
赦
の
適
用
か
ら
除
外
す
る
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
以
上
か
ら
武

宗
の
頃
に
は
正
月
の
親
祭
が
質
施
四
箇
月
前
の
九
月
に
は
決
定
公
布
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
郊
薩
敷
と
呼
ば
れ
て
い

郊
躍
殺
に
直
接
言
及
し
た
史
料
は
以
上
の
三
貼
に
止
ま
る
が
、

月
の
敷
に
は
、

『
加
府
元
亀
』
巻
六
一
二
刑
法
部
定
律
令
四
の
元
和
一
五
年
(
八
二

O
)

- 96-

る
こ
と
は

一
連
の
親
祭
の
重
貼
が
最
終
日
の
郊
天
に
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

郊
種
目
ご
と
に
近
く
、
好
人
の
思
赦
を
観
望
す
る
有
る
を
恐
る
。
今
日
従
り
来
年
正
月
一
一
一
日
に
至
る
以
前
、
京
畿
の
躍
に
姦
非
盗
賊
有
る

は
、
法
に
准
じ
て
慮
分
し
、
赦
原
之
限
り
に
在
ら
ざ
る
べ
し
。
縦
し
諸
軍
使
に
属
さ
ば
、
亦
府
豚
に
委
ね
、
律
に
依
り
て
科
断
せ
よ
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
穆
宗
最
初
の
一
連
の
親
祭
の
前
月
に
出
さ
れ
た
も
の
で
、
文
中
に
あ
る
三
日
は
親
郊
の
前
日
に
嘗
た
る
。
こ
こ
で
は
、

二
月
段
階
で
翌
年
正
月
の
一
連
の
親
祭
の
質
施
は
周
知
の
こ
と
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
前
に
鯛
れ
た
徳
宗
貞
元
六
年
多
至
の
親

祭
で
は
、
二
箇
月
前
の
九
月
一
六
日
の
詔
で
親
祭
の
質
施
が
公
布
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
郊
躍
款
に
相
嘗
す
る
も
の
は
、
徳
宗
・
穆
宗
の
時

に
出
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
文
宗
の
よ
う
に
即
位
翌
年
の
親
郊
を
行
い
得
な
か
っ
た
皇
帝
も
そ
の
後
に
出
て
お
り
、

や
は
り
武
宗
の
時
か
ら
で
あ
ろ
う
。

一
連
の
親
祭
が
四

箇
月
前
に
公
布
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

徳
宗
の
時
に
比
べ
て
そ
の
決
定
公
布
、
が
二
箇
月
繰
り
上



り
、
宣
宗
・
信
宗
と
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
離
で
あ
る
。

そ
の
後
責
集
の
飽
で
長
安
を
追
わ
れ
た
信
宗
は
、
死
の
前
月
の
文
徳
元
年
(
八
八
八
〉
二
月
二
一
日
己
丑
に
長
安
に
戻
り
、

廟
に
請
し
て
大
赦
改
元
し
た
。
こ
の
こ
と
は
『
新
唐
書
』
信
宗
紀
に
し
か
見
え
な
い
。
し
か
し
前
年
に
は
、
健
室
し
た
太
廟
を
長
安
婦
還
に
先

翌
日
庚
寅
に
太

立
っ
て
立
て
直
す
こ
と
に
な
り
、
嘗
面
本
格
的
な
再
建
を
見
迭
っ
て
少
府
監
の
大
鹿
を
太
廟
に
嘗
て
る
よ
う
に
し
た
こ
と
は
、

『
加
府
元
亀
』

巻
三
一
一
帝
王
部
奉
先
四
及
び
『
奮
唐
書
一』
信
宗
紀
に
見
え
て
お
り
、
信
宗
の
還
京
に
よ
る
太
廟
親
謁
の
事
買
を
疑
う
必
要
は
な
い
。
同
様
の
例

は
粛
宗
の
所
で
既
に
述
べ
た
し
、

ま
た
次
の
昭
宗
の
場
合
に
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

什)

昭

，三~

刀て

『
新
唐
書
』
昭
宗
紀
及
び
『
責
治
通
鑑
』
巻
二
五
八
に
従
っ
て
、
郊

〈
川
品
〉

杷
を
龍
紀
元
年
(
八
八
九
〉
一
一
月
一
一
一
日
己
酉
の
多
至
嘗
日
と
す
る
の
が
素
直
で
あ
ろ
う
。

正
月
で
な
く
多
至
に
行
わ
れ
た
理
由
は
不
明
で

あ
る
が
、
誌
宗
・
信
宗
・
昭
宗
と
綾
け
て
聞
位
翌
年
の
親
郊
を
冬
至
に
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
誌
宗
・
信
宗
は
改
元
も
多
至
に
行
っ
て

昭
宗
の
即
位
翌
年
の
親
祭
の
日
取
は
史
料
に
よ
っ
て
区
匡
で
あ
る
が
、
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い
る
が
、
昭
宗
は
親
郊
に
先
立
っ
て
正
月
一
日
に
改
元
し
て
い
る
の
で
、
或
い
は
皇
帝
の
権
力
の
低
下
な
ど
か
ら
、
親
郊
の
期
日
を
多
至
ま
で

延
期
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
『
奮
唐
書
』
昭
宗
紀
に
は
こ
の
時
の
親
祭
の
献
況
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、
楊
復
恭
ら
の
直

(

辺

〉

官
が
初
め
て
法
服
を
着
て
大
植
に
参
加
し
た
こ
と
が
特
記
さ
れ
て
い
る
。
宣
官
の
側
近
と
し
て
の
進
出
ぶ
り
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
後
昭
宗
に
は
親
郊
は
な
く
、
ー
行
廟
を
含
め
て
四
回
の
宗
廟
に
関
す
る
親
祭
が
あ
る
。
唐
の
権
威
は
既
に
地
に
墜
ち
、
有
力
者
に
伴
わ
れ
て

の
祭
把
で
あ
る
が
、

一
雁
瞥
見
し
て
お
こ
う
。

乾
寧
四
年
(
八
九
七
〉
二
月
の
廟
享
に
つ
い
て
は
、

『
資
治
逼
鑑
』
巻
二
六
一
に
「
己
未
天
下
に
赦
し
、
上
は
行
廟
に
饗
す
。
」
と
あ
り
、
胡

か
り

「
時
に
牽
州
に
駐
揮
す
。
太
常
櫨
院
は
権
に
行
廟
を
立
て
、
以
て
告
廟
に
備
へ

一
省
は
『
奮
唐
書
』
昭
宗
紀
乾
率
三
年
一
二
月
僚
に
擦

っ
て、
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ん
こ
と
を
請
ふ
。
」
と
註
し
て
い
る
。

ま
た
、

『
新
唐
書
』
昭
宗
紀
乾
寧
四
年
二
月
僚
に
は
、

「
己
未
、

徳
王
裕
(
硲
〉
を
立
て
て
皇
太
子
と
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帰
す
。
大
赦
し
、
行
廟
に
饗
す
。
」
と
あ
る
。

前
年
の
七
月
以
来
、
昭
宗
は
鳳
朔
の
李
茂
貞
の
軍
を
避
け
、

街
城
を
行
宮
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
の
立
太
子
に
鷹
じ
て
、

0
0
)
篠
に
は
「
四
月
辛
未
、
皇
后
及
び
皇
太
子
は
太
廟
に
享
す
。
」
と
あ
り
、

昭
宗
が
謁
廟
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、

華
州
節
度
使
韓
建
に
依
っ
て
そ
の

同
書
同
紀
光
化
三
年
(
九

『
奮
唐
書
』
同
紀
に
も
「
辛
未
、
皇
后
・
太
子
九
廟
に
謁
す
。
」

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
皇
太
子
・
皇
后
と
も
長
安
に
戻
っ

て
謁
廟
し
て
い
る。

何
皇
后
の
立
后
は
光
化
元
年
(
八
九
八
)
四
月
、

昭
宗
の
長

安
閑
還
は
同
年
八
月
で
、
皇
后
・
皇
太
子
の
謁
廟
は
長
安
諦
還
か
ら
二
年
近
く
経
っ
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
乾
寧

(

お

〉

四
年
二
月
の
昭
宗
の
廟
享
(
饗
)
が
立
太
子
に
関
連
し
た
行
事
で
あ
?
た
こ
と
は
誤
り
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
光
化
三
年
一
一
月
に
昭
宗
を
躍
し
て
太
子
踏
を
立
て
よ
う
と
す
る
左
右
神
策
軍
中
尉
劉
季
連
・
王
仲
先
の
ク
ー
デ
タ
が
起
こ

り
、
昭
宗
・
何
皇
后
は
幽
閉
さ
れ
た
。
し
か
し
一
二
月
に
朱
全
忠
ら
に
救
出
さ
れ
、
昭
宗
は
翌
年
正
月
朔
日
に
一帝
位
に
復
し
て
朝
賀
を
受
け
、

四
月
一
一
一
一
日
甲
戊
に
謁
廟
、
二
五
日
丁
丑
に
大
赦
し
て
天
復
と
改
元
し
た
ハ
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
六
二
、
『
奮
唐
書
』
昭
宗
紀
は
大
赦
も
二
二
日
と
す
る
〉
。

廟
で
は
租
宗
の
佑
助
を
謝
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

『
奮
唐
書
』
昭
宗
紀
で
は
昭
宗
救
出
劇
の
主
役
は
朱
全
忠
で
あ
る
が
、

こ
の
大
赦
文

- 98ー

そ
の
大
赦
文
に
「
上
玄
は
慢
す
る
に
良
時
を
以
て
し
、
高
廟
は
其
の
英
断
を
付
す
。
」
と
あ
る
の
で
(
『
唐
大
詔
令
集
』
袋
五
「
改
元
天
復
赦
」
〉
、
太

で
反
正
の
功
を
讃
え
ら
れ
て
い
る
の
は
専
ら
李
茂
貞
で
あ
る
。
天
復
年
聞
に
入

っ
て
か
ら
朱
全
忠
に
代

っ
て
李
茂
貞
が
昭
宗
に
影
響
力
を
行
使

し
得
る
立
場
を
獲
得
し
て
謁
廟
、
改
元
さ
せ
、
大
赦
文
中
に
自
分
の
功
績
を
盛
り
込
ま
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
後
昭
宗
は
鳳
朔
ま
で
投
致
さ
れ
る
が
、

天
復
三
年
(
九
O
三
〉
正
月
ま
で
に
李
茂
貞
は
朱
全
忠
に
敗
れ
て
屈
服
し
、

昭
宗
は
朱
全
忠
に

伴
わ
れ
て
長
安
に
戻
っ
た
。

『
奮
唐
書
』
昭
宗
紀
同
月
僚
は

己
巳
、
京
師
に
入
る
。
天
子
は
素
服
も
て
太
廟
に
突
し
、
服
を
改
め
昆
琉
も
て
九
廟
に
謁
す
。
膿
畢
り
、
長
楽
棲
に
御
し
て
大
赦
し
、
百

寮
は
賀
を
稽
す
。

と
停
え
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る
廟
祭
の
性
格
は
、
次
の
例
を
見
て
か
ら
考
察
し
た
い
。

に
は
昭
宗
は
朱
全
忠
に
洛
陽
へ
の
移
住
を
強
制
さ
れ
、

翌
天
一
拓
元
年
(
九
O
四
)

閏
四
月
一

O
日
甲
辰
に
洛
陽
の
太
廟
に
謁
し
翌
日
に
大
赦



今
年
孟
夏
初
土
口
、

『
加
府
元
亀
』
巷
九
一
一
帝
王
部
赦
宥
十
同
年
同
月
篠
所
載
の
こ
の
時
の
大
赦
文
に
は

み
や
ζ

百
官
を
列
し
て
錐
郊
に
幸
し
、
此
の
股
繁
に
都
し
、

良
に
嘉
慰
多
し
。

太
廟
に
謝
罪

し
て
天
枯
と
改
元
し
た
。

法
駕
を
備
へ
て
分
映
を
離
れ
、

し
、
憂
傷
驚
懐
し
、
端
門
に
登
御
し
、
診
側
輿
感
す
。

と
あ
る
。
文
中
に
「
謝
罪
太
廟
」
と
あ
る
の
が
、
入
洛
後
の
謁
廟
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
謝
罪
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
す
と
、
天
復
三
年
正
月

の
長
安
に
お
け
る
素
服
突
廟
も
祖
霊
に
謝
罪
す
る
た
め
の
躍
で
あ
っ
た
。
初
め
に
見
た
よ
う
に
、
粛
宗
も
至
徳
二
載
一

O
月
に
長
安
に
戻
っ
た

時
に
素
服
し
て
太
廟
の
焼
跡
に
突
し
て
い
た
。

し
か
し
、
天
復
三
年
の
場
合
に
は
天
砧
元
年
や
粛
宗
の
時
に
無
い
、

「
改
服
量
腕
謁
九
廟
」
と
い
う
突
廟
と
は
別
の
躍
が
績
い
て
い
る
。
そ

こ
で
目
抱
擁
に
著
目
し
て
『
大
唐
開
元
瞳
』
巻
三
序
例
下
衣
服
を
見
る
と
、

奈
目
見
、
白
珠
を
垂
れ
、
十
有
二
擁
(
中
略
〉
。
享
廟
・
謁
廟
及
び
上
勝
を
朝
遣
し
、
征
還
し
て
飲
至
し
、
践
俳
・
加
元
服
・
納
后
、
若
し
く

は
元
日
の
受
朝
及
び
臨
軒
し
て
王
公
を
加
奔
す
る
に
則
ち
之
を
服
す
。
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と
あ
っ
て
、
謁
廟
に
も
変
量
十
二
擁
を
用
い
る
と
い
う
。
す
る
と
、
天
復
三
年
の
「
謁
九
廟
」
の
員
旅
も
こ
の
褒
墨
十
二
旗
の
こ
と
で
は
な
い

か
。
右
の
引
用
文
の
儀
躍
は
す
べ
て
開
元
理
の
吉
薩
ま
た
は
嘉
穫
の
儀
躍
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
昭
宗
は
素
服
と
い
う
凶
服
か
ら
量
琉
と

い
う
士
ロ
服
に
着
換
え
て
、
太
廟
で
二
種
の
儀
雄
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
太
廟
の
中
で
凶
躍
か
ら
士
口
櫨
ま
た
は
嘉
雄
へ
の
轄
換

が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
つ
の
儀
穫
の
中
で
凶
曜
か
ら
吉
瞳
へ
の
轄
換
が
行
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
直
ち
に
想
到
す
る
の
は
即
位
儀
躍
で
あ
る
。
漢
代
で
も
唐
代

で
も
、
皇
室
の
即
位
は
先
一
帝
の
枢
前
で
行
わ
れ
、
そ
の
途
中
で
皇
帝
が
喪
服
か
ら
吉
服
に
着
換
え
る
と
い
う
凶
櫨
か
ら
士
ロ
種
へ
の
轄
換
が
見
ら

(

鈍

)

れ
た
。
す
る
と
、
天
復
三
年
正
月
の
昭
宗
の
太
廟
の
躍
は
、
凶
種
と
し
て
の
突
廟
と
士
口
櫨
ま
た
は
嘉
穫
と
し
て
の
謁
廟
と
が
組
み
合
わ
さ

っ
た

聞
位
類
似
の
儀
躍
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
述
の
天
復
元
年
の
謁
廟
後
の
大
赦
文
は
李
茂
貞
の
功
績
を
賞
錫
す
る

も
の
で
あ

っ
た
が
、
封
照
的
に
天
枯
元
年
の
洛
陽
で
の
大
赦
文
は
、
朱
全
忠
を
中
心
と
す
る
人
々
へ
の
厚
遇
と
李
茂
貞
へ
の
非
難
と
で
綴
ら
れ

347 
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て
い
る
。
天
復
三
年
に
は
昭
宗
は
朱
全
忠
の
手
中
に
あ
っ
た
。

儀
躍
を
昭
宗
に
行
わ
せ
、
彼
の
擾
凱
反
正
の
功
を
周
囲
に
誇
示
し
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

些
末
な
考
誼
に
終
始
し
た
が
、
以
上
に
し
て
大
過
な
け
れ
ば
、
昭
宗
の
親
祭
に
は
郊
廟
の
儀
雄
に
射
す
る
皇
帝
の
主
盟
性
の
喪
失
が
、
こ
と

そ
こ
で
、

こ
の
段
階
で
朱
全
忠
が
殊
更
に
凶
櫨
|
吉
躍
(
嘉
櫨
)
と
い
う
形
の

ご
と
に
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

白

京一帝一
(
昭
事
帝
〉

京
一
帝
一
の
場
合
、

初
め
聞
位
翌
年
の
天
祐
二
年
(
九
O
五
)

一
O
月
九
日
甲
午
に
親
祭
を
行
う
こ
と
と
し
た
が
、

朱
全
忠
の
匪
力
で
一
一
月
一

九
日
英
酉
多
至
に
延
期
さ
れ
た
。
さ
ら
に
翌
年
正
月
上
辛
に
延
期
さ
れ
、
そ
れ
も
停
止
さ
れ
て
親
祭
を
行
う
こ
と
な
く
朱
全
忠
の
梁
へ
の
潤
譲

(

お

)

を
絵
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
過
程
は
か
つ
て
略
述
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
あ
ら
た
め
て
注
目
す
べ
き
二
、
三
の
黙
に
つ
い
て
の
み
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説
明
を
加
え
て
お
く
。
な
お
、
最
初
の
親
祭
を
一

O
月
と
し
た
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
多
至
の
親
郊
を
早
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
艶
宗
以
後
の
即
位
翌
年
多
至
の
親
祭
の
日
程
が
、
京
一
帝
に
も
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

太
徴
宮
使
柳
珠
は
、
天
祐
二
年
六
月
四
日
辛
卯
に
上
奏
し
て

伏
し
て
以
へ
ら
く
、
今
年
十
月
九
日
陛
下
南
躍
に
親
事
す
る
に
、
先
に
聖
租
廟
に
謁
す
。
弘
道
観
は
既
に
未
だ
修
葺
せ
ず
、
玄
元
翻
叉
北

山
に
在
り
。
若
し
車
駕
城
を
出
を
つ
れ
ば
、
躍
に
使
穏
に
非
ず
。
今
只
だ
北
部
山
上
の
老
君
廟
一
所
の
み
を
留
め
ん
と
欲
す
。
其
の
玄
元
観

は
、
請
ふ
ら
く
は
都
城
に
折
入
し
、
清
化
坊
内
に
於
て
太
微
宮
を
建
置
し
、
以
て
車
駕
の
行
事
に
備
へ
よ
。

と
述
べ
た
(
『
奮
唐
書
』
享
帝
紀
〉
。
洛
陽
に
い
る
京
一帝
は
、
親
事
南
躍
す
な
わ
ち
親
郊
の
前
に
太
微
宮
に
謁
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

そ
の
た
め
に

北
由
山
上
の
玄
元
磁
を
宮
城
東
側
の
清
化
坊
に
移
築
し
よ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
玄
元
皇
帝
一
廟
が
洛
陽
の
積
善
坊
に
置
か
れ
た
の
は
天
賓
元

そ
れ
が
太
微
宮
と
改
め
ら
れ
た
の
が
翌
年
の
三
月
で
あ
る
(
『
奮
唐
書
』
巻
二
四
種
儀
士
山
四
)
。

(
日
初
)

郡
山
)
か
ら
移
築
す
る
と
い
う
の
は
、

年
(
七
四
二
〉
正
月
、

こ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
北
山
(
北

積
善
坊
の
太
微
宮
が
崩
壊
す
る
か
焼
失
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の



は
、
そ
の
場
所
と
し
て
宮
城
南
方
の
も
と
の
積
善
坊
で
は
な
く
、
東
方
の
清
化
坊
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
長
安
の
太
清
宮
は
宮
城
東

の
大
寧
坊
に
あ
り
、
と
れ
に
よ
っ
て
京
一
帝
の
一
連
の
親
祭
の
ル

l
ト
は
、
長
安
に
お
け
る
太
清
宮
l
太
廟
|
南
郊
の
順
に
封
躍
す
る
こ
と
に
な

る
。
唐
後
半
期
の
皇
帝
に
よ
る
一
連
の
親
祭
に
お
い
て
、
そ
の
空
間
の
移
動
に
も
大
き
な
意
味
の
あ
っ
た
こ
と
を
、

い
え
よ
う
。

よ
く
示
す
事
買
で
あ
る
と

衣
い
で
、

カ

一
旦
-
九
日
笑
酉
多
至
に
延
期
さ
れ
た
親
郊
は
、

五
日
前
の
一
四
日
戊
辰
に
南
郊
壇
で
珠
行
演
習
を
す
る
ま
で
に
漕
ぎ
つ
け
る

『
奮
唐
書
』
京
一
帝
一
紀
に

而
る
に
非
寝
泊
大
梁
よ
り
廻
り
て
言
ふ
、
全
忠
は
蒋
玄
障
・
張
廷
範
・
柳
燦
等
の
唐
砕
を
延
ば
さ
ん
と
謀
り
て
郊
天
改
元
せ
ん
と
欲
す
る
を

怒
る
、
と
。
玄
障
・
柳
珠
大
い
に
擢
る
。
庚
午
敷
し
て
目
く
、
先
に
此
月
十
九
日
南
郊
に
親
躍
す
る
を
定
む
。
吉
辰
を
定
む
る
と
雌
も
、

改
卜
も
亦
故
事
あ
り
。
宜
し
く
改
め
て
来
年
正
月
上
辛
を
取
る
ベ
し
、
所
司
に
付
せ
よ
。

り
、
前
引
の
柳
珠
の
太
微
宮
建
置
の
上
奏
に
「
陛
下
親
事
南
躍
」
と
あ
る
よ
う
に
、

一
六
日
庚
午
つ
ま
り
太
微
宮
で
の
朝
献
の
前
日
に
な
っ
て
念
遺
中
止
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
「
謀
延
唐
酢
而
欲
郊
天
改
元
」
と
あ

〈

釘

)

一
連
の
親
祭
の
重
貼
は
最
後
の
南
郊
に
あ
っ
た
。
ま
た
、

-101ー

と
あ
り
、

「
郊
天
改
元
」
と
連
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
頃
で
は
親
郊
嘗
日
の
改
元
も
慣
例
と
し
て
確
立
し
て
い
た
と
言
え
る
。
京
帝
は
改
元
す
る

こ
と
な
く
、
昭
宗
の
天
枯
の
年
披
を
用
い
た
ま
ま
一
一
帝
位
を
朱
全
忠
に
譲
る
が
、
改
元
で
き
な
か
っ
た
制
度
上
の
理
由
と
し
て
は
、
親
郊
|
改
元

の
慣
例
化
が
奉
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
同
書
同
紀
同
年
一
二
月
僚
に

庚
民
救
す
ら
く
、
脹
は
謬
り
て
亙
圃
を
荷
ひ
、
種
に
合
に
郊
廟
に
親
謁
す
べ
き
を
以
て
、
先
に
来
年
正
月
上
辛
の
用
事
を
定
む
る
も
、
今

は
宮
闇
の
内
蹴
を
以
て
醜
撃
を
播
ベ
、
強
忠
之
容
を
以
て
租
宗
之
廟
に
入
り
難
し
。
其
れ
明
年
上
辛
の
郊
廟
に
親
謁
す
る
は
宜
し
く
停
む

ベ
し
。

349 

と
あ
り
、
京
一帝
一
の
親
祭
は
迭
に
停
止
さ
れ
た
。
こ
こ
で
「
宮
閣
内
観
」
と
あ
る
の
は
、
何
太
后
(
昭
宗
何
皇
后
〉
が
調
譲
後
の
本
人
や
哀
一
帝
一
の
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身
の
安
全
を
、
宮
人
を
通
し
て
柳
環
・
核
問
玄
聞
に
依
頼
し
た
こ
と
を
指
す
。
朱
全
忠
は
唐
朝
へ
の
加
捨
者
と
し
て
蒋
玄
障
を
殺
す
と
共
に
、
玄

聞
に
私
、通
し
た
と
し
て
何
太
后
を
も
殺
害
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
親
祭
停
止
は
強
迫
以
外
の
何
物
で
も
な
い
が
、

「
難
以
慈
恵
之
容
、

入
於
祖
宗

之
廟
。

-
・
・
親
調
郊
廟
宜
停
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、

こ
こ
で
親
郊
前
日
の
廟
祭
を
恰
も
即
位
後
の
謁
廟
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
注
意

し
た
い
。
唐
代
に
は
原
則
と
し
て
即
位
後
の
謁
廟
は
存
在
せ
ず
、

ま
た
前
述
の
よ
う
に
親
郊
前
日
の
廟
祭
は
、

他
祭
杷
の
親
祭
に
伴
う
告
祭
で

あ
っ
た
。
し
か
し
第
六
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
武
宗
の
頃
に
は
一
連
の
親
祭
中
の
廟
享
に
謁
廟
の
性
格
を
重
ね
合
わ
せ
る
議
論
が
登
場
し
て
き

た
。
お
そ
ら
く
、
即
位
翌
年
の
一
連
の
親
祭
が
確
立
す
る
中
で
、
そ
こ
に
お
け
る
廟
祭
が
即
位
後
の
謁
廟
の
穫
に
相
嘗
す
る
、
と
い
う
意
識
ま

(
お
〉

た
は
解
稗
が
生
じ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
唐
後
牢
の
皇
帝
親
祭
は
南
郊
を
中
心
と
し
つ
つ
、
宗
廟
の
祭
記
も
役
割
の
評
債
を
襲
え
な
が
ら
存
績

し
て
き
た
、
と
言
う
べ
き
で
あ
る。

お

わ

り

Vこ

-102ー

以
上
、
長
き
に
亘
?
た
が
粛
宗
以
後
の
皇
一
帝
一
の
郊
廟
親
祭
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
時
期
の
皇
一
一
帝
祭
杷
の
特
徴
は
、
何
よ
り
も
太
清

宮
|
太
廟
l
南
郊
の
一
連
の
祭
柁
が
確
立
し
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
親
祭
が
即
位
し
た
ば
か
り
の
皇
帝
に
と
っ
て
重
要
な
儀
躍
と
な
っ
て

い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
粛
宗
の
場
合
は
暦
法
の
改
正
に
、
代
宗
の
場
合
は
立
太
子
に
あ
わ
せ
て
一
連
の
祭
杷
が
行
わ
れ
た
が
、
徳
宗
以
後
は
聞

位
翌
年
正
月
の
一
連
の
親
祭
が
定
例
と
な
り
、
大
赦
改
元
も
同
時
に
貫
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
徳
宗
の
時
に
は
改
元
は
正
月
一
日
に
行
わ

れ
、
大
赦
の
み
が
南
郊
嘗
日
に
瑳
布
さ
れ
た
が
、
穆
宗
の
時
か
ら
親
郊
の
終
わ
る
そ
の
日
に
大
赦
と
改
元
と
が
同
時
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
司

た
。
本
稿
で
は
鰯
れ
得
な
か
司
た
が
、

そ
の
大
赦
は
衣
第
に
長
文
と
な
り
、
新
一
帝
一
の
施
政
方
針
演
説
の
よ
う
な
傾
向
を
強
め
て
く
る
。
そ
の
貼

で
、
雨
税
法
が
徳
宗
最
初
の
一
連
の
親
祭
の
時
に
護
布
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
新
た
に
即
位
し
た
皇
帝
と
こ
れ
ら
祭
杷

と
の
関
係
は
こ
う
し
て
密
切
に
な
り
、
艶
宗
の
時
に
は
聞
位
翌
年
の
親
祭
は
多
至
に
行
わ
れ
た
が
、
改
元
も
こ
の
時
初
め
て
行
わ
れ
た
。
信
宗

の
場
合
、
即
位
翌
年
の
多
至
に
は
晶
持
続
の
進
上
に
伴
う
謁
廟
の
み
が
行
わ
れ
た
が
、
改
元
も
同
時
に
行
わ
れ
、
本
来
こ
の
時
に
親
郊
の
議
定
さ



れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
京
一
帝
は
圏
一
砕
を
譲
る
ま
で
改
元
す
る
こ
と
な
く
終
っ
た
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
は
親
郊
が
寅
施
で
き
な
か
っ
た

こ
と
に
あ
っ
た
。

ま
た
、
機
曾
あ
る
ご
と
に
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
太
清
宮
|
太
廟
|
南
郊
と
績
く
一
連
の
祭
把
の
う
ち
、
最
も
重
要
な
祭
杷
は
最
後
の
南
郊

組
で
あ
っ
た
。
太
清
宮
は
遠
組
老
子
の
聖
祖
廟
と
し
て
、
宗
廟
に
準
ず
る
扱
い
を
受
け
て
い
た
。
憲
宗
の
場
合
の
よ
う
に
籍
回
の
前
に
太
清
宮

ー
太
廟
の
祭
杷
が
組
ま
れ
て
い
た
例
も
あ
り
、
こ
れ
ら
が
郊
把
や
籍
回
の
前
の
告
祭
に
嘗
た
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、

は
一
部
の
例
外
を
除
い
て
、

一
連
の
祭
杷

『
資
治
通
鑑
』
等
が
一
連
の
祭

正
月
上
辛
や
多
至
と
い
う
南
郊
の
正
祭
に
あ
わ
せ
た
日
取
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。

杷
の
う
ち
で
親
郊
の
み
を
記
載
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
朕
況
に
劃
臆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
太
清
宮
の
祭
記
が
皇
帝
一
の
祭
杷
に
加
わ
る
か

ら
と
い
っ
て
、
唐
代
に
お
け
る
道
教
の
祭
把
の
意
義
を
過
大
評
慣
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

筆
者
は
か
つ
て
容
宗
・
玄
宗
の
例
に
つ
い
て
、
最
初
の
親
郊
が
天
か
ら
の
受
命
の
符
に
答
え
る
告
天
の
意
義
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し

(

扮

)

て
お
い
た
。
徳
宗
以
後
の
場
合
、
最
初
の
親
郊
が
受
命
の
符
に
答
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
宣
宗
の
親
郊
大
赦
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
し
、
京

一
帝
の
場
合
も
最
初
の
親
郊
が
告
天
の
意
義
を
有
す
る
こ
と
を
示
す
事
例
で
あ
っ
た
と
言
い
得
る
。
ま
た
京
一
帝
の
例
や
武
宗
舎
昌
五
年
の
親
祭
を

(
川
制
〉

め
ぐ
る
議
論
か
ら
、
親
郊
の
前
の
太
廟
で
の
親
告
が
謁
廟
の
意
義
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
窺
う
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
唐

代
の
中
に
お
い
て
も
時
代
の
進
展
に
麿
じ
た
祭
把
解
棒
、
祭
把
形
態
の
襲
化
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
貼
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、
太
清
宮
が
長
安
城
東
北
隅
の
大
寧
坊
に
置
か
れ
た
こ
と
で
、
皇
帝
祭
杷
を
長
安
市
民
の
居
住
匿
に
引
き
出
す

(

H
叫
〉

数
果
を
生
ん
だ
。
わ
が
国
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
嘩
行
記
』
巻
三
は
、
舎
昌
元
年
正
月
の
武
宗
の
最
初
の
親
郊
に
つ
い
て

八
日
、
早
朝
に
城
を
出
で
、
南
郊
壇
に
幸
す
。
壇
は
明
徳
門
前
に
在
り
。
諸
衡
及
び
左
右
軍
廿
高
衆
相
障
ふ
。
諸
の
奇
異
の
事
は
計
ふ
る

に
勝
う
可
か
ら
ず
。
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(

必

〉

と
記
し
て
い
る
。
ま
た
『
併
租
統
紀
』
巻
四
二
に
は
、
誌
宗
威
通
一
四
年
(
八
七
一
一
一
〉
の
法
門
寺
か
ら
長
安
へ
の
迎
併
骨
に
つ
い
て

十
四
年
三
月
、
浮
圃
の
賓
帳
・
綜
幡
・
華
蓋
を
造
り
、
南
街
に
殺
し
て
鳳
朔
に
往
き
て
俳
骨
を
迎
へ
し
む
。
三
百
里
聞
に
車
馬
絶

へ
ず。

-103ー
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(
中
略
〉
四
月
八
日
仰
骨
至
り
、
導
く
に
禁
兵
を
以
て
す
。
公
私
の
音
楽
儀
衛
之
盛
、
南
郊
に
遁
ぐ
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
見
て
、
唐
後
牢
の
皇
帝
親
郊
の
盛
儀
は
長
安
市
民
の
環
視
の
中
で
行
わ
れ
た
、
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
唐
で
は
、
則

(
川
町
)

天
武
后
の
時
か
ら
郊
廟
の
親
祭
に
大
赦
改
元
が
随
伴
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
大
赦
改
元
に
よ
っ
て
、
郊
廟
親
祭
は
天
下
に
周
知
の
こ
と
と

な
る
。
後
半
期
に
は
、
そ
の
上
に
さ
ら
に
太
清
宮
太
廟
南
郊
の
歯
簿
の
移
動
が
加
わ
る
の
で
あ
り
、
皇
帝
親
祭
に
劃
す
る
長
安
市
民
の
関

心
は
高
ま
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、
祭
杷
そ
の
も
の
の
勘
行
よ
り
も
、
そ
れ
を
盛
儀
と
し
て
賀
行
す
る
こ
と
の
方
に
、

皇
帝一
の

閥
心
も
移
っ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。

一
言
で
い
え
ば
、
祭
杷
の
世
俗
化
の
方
向
が
顕
著
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

拙
稿

a
b
及
び
本
稿
の
検
討
に
よ
っ
て
、
唐
代
の
皇
帝
親
祭
に
よ
る
宗
廟
の
祭
杷
が
す
べ
て
臨
時
の
告
祭
で
あ
り
、
定
期
的
な
正
祭
で
あ
る

締
蛤

・
時
祭
の
親
祭
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
貼
は
、

正
史
の
瞳
儀
志
で
は
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
唐
代
皇
帝
祭

記
の
特
色
で
あ
る
。
し
か
し
、
貌
忍
固
か
ら
南
朝
に
か
け
て
は
宗
廟
の
時
祭
も
親
祭
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
東
菅
に
二
年
に
一
度
正
月

に
郊
杷
を
行
う
二
年

一
郊
の
制
度
が
確
立
す
る
と
、
こ
れ
も
ほ
ぼ
皇
帝
の
親
祭
で
勘
行
さ
れ
た
。
こ
の
時
代
に
は
、
郊
廟
の
祭
杷
は
設
定
さ
れ

(
M
H
)
 

た
日
取
で
行
う
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
唐
代
で
は
特
に
郊
杷
の
回
数
が
増
大
し
た
分
だ
け
、
逆
に
皇
帝
の
祭
杷
は
特
別

(

必

〉

に
な
っ
た
。
次
の
宋
代
で
は
、
三
年
に

一
度
皇
帝
が
南
郊
ま
た
は
明
堂
を
親
和
す
る
三
年
一
郊
の
制
度
が
採
ら
れ
た
の
で
、
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一
見
す
る
と
南

朝
と
宋
と
で
定
期
的
な
親
郊
が
行
わ
れ
、
そ
の
聞
の
唐
代
の
親
祭
は
こ
れ
ら
と
異
質
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
宋
代
で
は
正
月

・
孟

多

・
多
至
の
固
丘
で
の
郊
杷
や
季
秋
の
明
堂
で
の
美
天
上
一
帝
の
祭
杷
は
、
通
常
は
有
司
掻
事
で
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
宋
代
の
親
郊
は
景
霊
宮
|

(
日
叩
〉

太
廟
|
南
郊
の
順
で
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
唐
後
牢
の
親
祭
の
継
承
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
宋
代
の
三
年

一
郊
の
親
杷
の
あ
り

方
は
、
唐
代
に
お
け
る
有
司
掻
事
と
一
連
の
親
祭
と
の
確
立
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

本
稿
及
び
拙
稿

a
b
の
検
討
結
果
か
ら
言
い
得
る
こ
と
は
以
上
で
あ
る
。
唐
一
代
に
お
け
る
郊
廟
祭
柁
の
襲
化
は
、
筆
者
に
と
っ
て
も
珠
想

以
上
に
大
き
い
も
の
で
あ
司
た
。
そ
の
獲
化
の

一
つ
の
原
因
は
太
清
宮
の
祭
肥
の
導
入
で
あ
る
が
、

と
そ
れ
に
伴
っ
て
活
用
さ
れ
た
有
司
誠
事
で
あ
っ
た
。

い
ま
一
つ
は
唐
初
に
お
け
る
郊
杷
の
強
化

し
か
る
に
、

貌
耳
目
南
朝
の
皇
帝
祭
杷
で
は
有
司
描
事
の
意
園
的
な
活
用
は
見
ら
れ
な



い
う
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
。
他
日
を
期
す
る
所
以
で
あ
る
。

ぃ
。
こ
こ
か
ら
、
唐
代
に
お
け
る
有
司
掻
事
利
用
の
前
提
と
し
て
、
北
朝
の
存
在
と
そ
こ
に
お
け
る
北
族
の
祭
杷
と
中
園
の
祭
杷
と
の
併
存
と
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詰(

1

)

拙
稿
b
で
は
、
牧
録
に
骨
固
た
っ
て
「
唐
代
に
お
け
る
皇
一
帝
の
郊
廟
親

祭

そ

の

ω」
の
副
題
を
削
除
し
た
。
な
お
、
郊
犯
と
は
天
の
祭
紀
と

地
の
祭
犯
と
を
指
す
が
、
唐
代
で
地
の
郊
犯
を
皇
帝
が
親
記
し
た
の
は

容
宗
太
極
元
年
(
七
一
二
)
五
月
の
一
例
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
本
稿

で
は
天
の
郊
紀
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
天
郊
・
十
陶
郊
等
と
書
き
表
わ
す

が
、
寅
際
は
嘗
時
で
も
郊
紀
を
天
郊
(
南
郊
)
と
同
義
に
用
い
る
こ
と

が
多
か
っ
た
。
ま
た
宗
廟
に
は
各
種
あ
る
が
、
太
租
の
一
柳
主
を
安
置
す

る
太
廟
が
皇
帯
親
享
の
中
心
と
な
る
。
本
稿
で
は
、
宗
廟
の
制
度
を
一

般
的
に
記
す
場
合
な
ど
に
宗
廟
の
語
を
用
い
、
太
廟
の
廟
事
を
述
べ
る

時
に
は
そ
の
ま
ま
太
廟
の
語
を
用
い
る
。

(
2
〉
皇
帝
一
が
即
位
後
に
宗
廟
に
謁
す
る
謁
廟
の
躍
は
漢
代
で
は
盛
ん
に
行

わ
れ
た
が
、

唐
代
で
は
玄
宗
の
み
が
行
っ
た
。
と
れ
が
玄
宗
l
客
宗
|

太
卒
公
主
関
の
抗
争
の
中
で
生
ま
れ
た
特
殊
な
例
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
拙
稿
「
唐
玄
宗
の
謁
廟
の
躍
に
つ
い
て
」
『
山
梨
大
皐
敬
育

皐
部
研
究
報
告
』
第
四
二
鋭
、
一
九
九
二
年
、
参
照
。
ま
た
本
文
二

l

肘
参
照
。

〈

3
〉
粛
宗
即
位
と
玄
宗
退
位
と
に
ま
つ
わ
る
複
雑
微
妙
な
事
情
に
つ
い
て

は
、
岡
野
誠
「
唐
玄
宗
の
萄
蒙
塵
路
に
つ
い
て
」
『
明
治
大
皐
祉
曾
科

聞
学
研
究
所
紀
要
』
第
一
一
一
一
一
巻
第
一
続
、
一
九
九
三
年
、
及
び
同
稿
に
掲

げ
ら
れ
た
諸
論
考
に
銭
ら
れ
た
い
。

(
4
〉
宗
廟
の
告
祭
の
一
つ
に
、
他
の
祭
犯
の
前
(
稀
に
後
)
に
そ
の
寅
施

を
告
げ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
a
及
び
b
を
参
照
。

(
5
〉
『
資
治
逼
鑑
』
巻
ニ
ニ

O
は
張
氏
立
后
を
三
月
六
日
戊
寅
と
す
る

が
、
『
奮
唐
書
』
粛
宗
紀
は
四
月
八
日
己
酉
と
す
る
。
大
赦
文
か
ら
は

太
廟
の
再
建
と
立
后
と
の
閲
に
関
連
の
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の

で
、
後
者
に
従
っ
て
張
氏
立
后
を
乾
元
元
年
四
月
の
こ
と
と
考
え
た

い
。
同
室
田
谷
五
二
粛
宗
張
皇
后
俸
に
も
四
月
と
あ
る
。

(
6
〉
開
元
二

O
年
(
七
三
二
)
頒
行
の
開
元
躍
で
は
郊
天
の
配
備
一
帝
は
高

租
李
淵
で
、
代
宗
賓
臨
地
元
年
(
七
六
二
〉
に
至
っ
て
、
北
周
受
綱
の
際

に
唐
園
公
を
迫
封
さ
れ
た
太
租
景
皇
帝
李
虎
が
、
天
地
の
郊
犯
の
配
備

帯
と
さ
れ
た
令
奮
唐
書
』
倉
-
一
一
膿
儀
志
一
〉
。

〈

7
〉
拙
稿
a
参
照
。

(

8

)

拙
稿
「
唐
代
皇
帝
一
祭
犯
の
親
祭
と
有
司
掻
事
」
『
東
洋
史
研
究
』
第

四
七
容
第
二
鋭
、
一
九
八
八
年
、
六
六
頁
。
こ
の
時
の
親
祭
宣
言
は
一

一
月
一
八
日
己
亥
に
あ
り
、
親
祭
ま
で
の
期
聞
は
十
日
で
親
郊
と
し
て

は
極
め
て
短
い
。
前
日
の
一
七
日
は
冬
至
で
、
そ
の
日
の
通
常
の
郊
杷

が
行
わ
れ
る
の
を
待
っ
て
翌
月
朔
日
の
親
郊
を
宣
一
言
し
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
な
お
、
年
競
慶
止
の
決
定
そ
の
も
の
は
九
月
二
一
日
壬
寅
に
測

り
、
新
し
い
紀
年
法
は
歳
首
と
し
た
一
一
月
相
嘗
の
建
子
月
か
ら
貧
施

さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
九
月
二
一
日
夜
布
の
大
赦
文
に
は
「
園
之
大
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事
、
郊
杷
気
先
。
」
と
あ
り
(
『
唐
大
詔
令
集
』
#
包
囲
「
去
上
元
年
鋭

赦
」
)
、
祭
犯
に
お
け
る
郊
杷
重
視
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。

(

9

)

『
唐
大
詔
令
集
』
巻
六
九
及
び
『
加
府
元
勉
』
巻
八
七
所
載
の
も
の

が
最
も
詳
し
い
。
親
郊
と
大
赦
と
の
聞
は
丁
度
六
十
日
で
や
や
開
い
て

い
る
が
、
大
赦
文
中
で
は
春
を
迎
え
て
天
候
が
順
調
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
お
り
、
改
元

・
親
郊
の
後
に
天
の
徳
調
停
の
及
ぶ
の
を
見
て
大
赦
し

た
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
叩
〉
『
唐
大
詔
令
集
』
巻
六
九
「
康
徳
二
年
南
郊
赦
」
。
『
崩
府
元
亀
』
巻

八
八
所
牧
の
文
も
ほ
ぼ
同
文
だ
が
雌
見
方
に
出
入
が
あ
り
、
前
者
の
紋
を

後
者
が
補
う
場
合
が
多
い
。
な
お
、
郡
設
の
表
で
は
皇
太
子
の
加
立
を

二
月
二
日
と
す
る
が
、
『
欝
唐
書
」
代
宗
紀
は
立
太
子
を
二
月
乙
巳
朔

日
と
し
て
お
り
、
以
後
の
祭
紀
の
日
取
も
一
日
ず
つ
繰
上
が
っ
て
い
る
。

(
日
)
『
加
府
元
勉
』
巻
二
六
一
帝
王
部
感
態
に
は
、
こ
の
時
の
親
祭
に
つ
い

て

(
盟
国
)

代
宗
康
徳
二
年
二
月
丁
亥
、
親
奔
南
郊
。
初
上
勝
饗
太
廟
、
開
門
之

夕
、
裁
星
篤
太
白
同
躍
、
陣
叶
而
不
犯
。
司
天
蓋
夏
官
正
徐
承
嗣
上

言
目
、
(
中
略
)
今
月
四
日
、
(
中
略
〉
陛
下
展
種
資
宮
、
除
騰

叉
蔽
、
星
擬
土
錯
、
不
露
其
夜
、
及
廟
宿
精
誠
、
天
容
若
銭
。

と
あ
る
。
難
解
な
文
章
で
、
本
稿
で
内
容
を
充
分
に
検
討
す
る
徐
俗
は

も
の
い
み

な
い
が
、
親
祭
の
前
の
粛
を
具
鐙
的
に
停
え
た
貴
重
な
一
文
で
あ
る

の
で
、
取
り
敢
え
ず
紹
介
し
て
お
く
。

〈
ロ
〉
代
宗
か
ら
億
宗
ま
で
の
一
一
代
の
皇
帝
は
、
正
式
に
皇
后
を
立
て
る

こ
と
が
な
か
っ
た
(
入
谷
仙
介
『
王
維
研
究
』
創
文
社
、
一
九
七
六
年
、

一
五
四
J
一
六

O
頁
参
照
)
。
ま
た
敬
宗
逝
去
の
時
か
ら
、
皇
帝
崩
御

の
直
前
に
官
官
の
手
で
皇
太
子
や
皇
太
弟
が
決
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
く

な
る
。
従
っ
て
、
敬
宗
以
後
は
在
位
中
に
皇
后
・
皇
太
子
を
共
に
持
た

な
い
皇
帝
が
繍
く
こ
と
に
な
る
が
(
文
宗
・
昭
宗
は
皇
太
子
を
一
時
立

て
た
て
徳
宗
か
ら
敬
宗
ま
で
の
諸
皇
帝
は
、
器
問
宗
を
除
い
て
先
-
帝
在

位
中
に
皇
太
子
と
な
っ
て
い
る
。

(
臼
)
註
(

8

)

所
掲
拙
稿
八
三
頁
註
(

m

U

)

。

〈M
)

唐
代
の
大
記
・
中
杷
・
小
紀
の
う
ち
、
大
紀
・
中
紀
で
は
皇
帝
が
誇

を
祝
版
に
自
署
す
る
御
署
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
。
拙
稿
「
唐
代
の
大

和
・
中
把
・
小
犯
に
つ
い
て
」
『
高
知
大
寒
風
平
術
研
究
報
告
』
第
二
五

巻
人
文
科
皐
第
二
鋭
、
一
九
七
六
年
、
多
照
。

(
日
〉
唐
代
の
讃
時
令
の
寅
施
紋
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
則
天
武
后
の
明

堂
に
つ
い
て
ー
ー
そ
の
政
治
的
性
格
の
検
討
|
|
」
唐
代
史
研
究
曾
編

『
律
令
制
|
|
中
園
朝
鮮
の
法
と
園
家
』
所
枚
、
汲
古
書
院
、
一
九
八

六
年
、
第
五
節
「
告
朔
と
讃
時
令
」
参
照
。
ま
た
五
龍
壇
に
つ
い
て
は

註
(

M

)

所
掲
拙
稿
一
八
J
一
九
頁
註
(

7

)

参
照
。

(
v
m
)

拙
稿
b
及
び
「
唐
代
皐
帝
祭
杷
の
二
つ
の
事
例
|
|
太
宗
貞
淑
一
七

年
の
場
合
と
玄
宗
開
元
二
年
の
場
合
|
|
」
『
中
園
古
代
の
法
と
祉

舎
栗
原
盆
男
先
生
古
稀
記
念
論
集
』
所
牧
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
八

年
、
参
照
。
な
お
玄
宗
朝
に
編
集
さ
れ
た
『
大
唐
開
元
雄
』
は
、
嘗
初

は
『
大
唐
六
典
』
と
共
に
集
賢
院
に
蔵
せ
ら
れ
て
行
用
せ
ず
、
徳
宗
朝

か
ら
次
第
に
行
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
内
藤
乾
士
ロ
「
唐
六
典
の
行
用

に
つ
い
て
」
『
東
方
皐
報
〈
京
都
〉
』
第
七
加
、
一
九
三
六
年
、
同
氏

『
中
園
法
制
史
考
詮
』
に
再
録
、
有
斐
閣
、
一
九
六
三
年
、
参
照
。

(
口
)
藤
津
義
美
『
西
南
中
園
民
族
史
の
研
究
』
大
安
、
一
九
六
九
年
、
前

編
「
南
詔
閣
成
立
史
の
研
究
」
三
一
一

l
コ
二
四
頁
参
照
。
ま
た
発
女

園
(
東
女
園
)
以
下
六
園
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
李
紹
明
「
唐
代
西
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山
諸
発
考
略
」
『
四
川
大
皐
皐
報
』
一
九
八

O
年
第
一
期
、
参
照
。

(
同
)
宋
代
の
一
一
一
年
一
郊
の
親
犯
に
つ
い
て
は
、
梅
原
郁
「
皐
帝
・
祭
柁
・

園
都
L

中
村
賢
二
郎
編
『
歴
史
の
な
か
の
都
市
|
|
績
都
市
の
祉
曾
史

|
|
』
所
枚
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、
一
九
八
六
年
、
参
照
。
ま
た
、
孟

元
老
著
入
矢
義
高
・
梅
原
郁
鐸
注
『
東
京
夢
筆
鋒
|
|
宋
代
の
都
市
と

生
活
|
|
』
岩
波
書
広
、
一
九
八
三
年
、
の
倉
一

O
「
冬
至
」
の
誇
注

も
有
盆
で
あ
る
。

(
凹
〉
筆
者
は
、
滞
留
稿
「
中
園
古
代
に
お
け
る
皇
帝
祭
犯
の
一
考
察
」
(
『
史

皐
雑
誌
』
第
八
七
編
第
二
鏡
、
一
九
七
八
年
ヱ
ハ
一

l
六
二
一
貝
註
(

M

)

に
お
い
て
、
三
年
一
親
郊
の
制
度
が
唐
後
半
期
に
成
立
し
た
可
能
性
を

示
唆
し
た
。
し
か
し
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
そ
の
可
能
性
は
存
在
し

な
い
。
奮
稿
の
推
測
の
譲
り
を
謹
ん
で
お
詫
び
す
る
次
第
で
あ
る
。

(

m

出
)
拙
稿
b
参
照
。

(
幻
)
李
域
鈴
「
西
安
東
郊
出
土
唐
許
途
忠
墓
誌
」
『
考
古
典
文
物
』
一
九

八
五
年
第
六
期
。

(
幻
)
在
位
中
の
皇
脅
に
傘
競
(
徽
競
〉
を
贈
る
習
慣
は
唐
代
に
始
ま
り
、

か
っ
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
戸
崎
哲
彦

氏
に
以
下
の
よ
う
な
一
連
の
努
作
が
あ
る
。
「
古
代
中
園
の
君
主
鋭
と

『
隼
鋭
』

1
i『
傘
競
』
の
起
源
と
晶
存
続
制
度
の
成
立
を
中
心
に
|
|
」

『
彦
根
論
叢
』
第
二
六
九
続
、
一
九
九
一
年
。
「
唐
代
君
主
抽
抑
制
度
に

由
来
す
る
『
品
持
続
』
と
そ
の
別
稽
l
l唐
か
ら
清
、
お
よ
び
日
本
に
お

け
る
用
語
と
用
法
|
|
』
同
誌
第
二
七

0
・
二
七
一
合
併
鋭
、
同
年
。

「
唐
代
皇
帝
受
加
晶
持
続
儀
の
復
元
|
|
唐
代
皇
帝
即
位
儀
櫨
の
復
元
に

向
か
っ
て
|
|
」
凶
問
、
同
誌
第
二
七
二
説
、
二
七
三
・
二
七
四
合
併

鋭
、
同
年
。
「
唐
代
隼
披
制
度
の
構
造
」
同
誌
第
二
七
八
鋭
、
一
九
九

二
年
。

(
お
〉
西
嶋
定
生
「
漢
代
に
お
け
る
即
位
儀
雄
|
|
と
く
に
一
帝
位
縫
承
の
ば

あ
い
に
つ
い
て

1
l」
『
榎
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』
山
川
出
版

社
、
一
九
七
五
年
。
同
氏
『
中
園
古
代
園
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
に
再

録
、
東
京
大
皐
出
版
舎
、
一
九
八
三
年
、
参
照
。

(
担
)
註
(
四
〉
所
掲
拙
稿
参
照
。

(
お
)
註
(
2
〉
所
掲
拙
稿
参
照
。
な
お
、
唐
の
太
宗
・
玄
宗
・
粛
宗
は
卸
位

後
に
告
天
の
躍
を
有
司
援
事
で
行
っ
た
。
そ
の
意
義
に
関
す
る
私
見
に

つ
い
て
は
、
拙
稿
「
唐
の
太
宗
・
粛
宗
等
の
即
位
に
つ
い
て
|
|
譲
位

に
よ
る
卸
位
の
手
績
き
の
徐
討
」
『
山
梨
大
皐
教
育
祭
部
研
究
報
告
』

第
四
六
務
、
一
九
九
六
年
、
参
照
。
本
稿
で
は
即
位
儀
躍
に
つ
い
て
は

積
極
的
に
取
上
げ
な
い
の
で
、
先
行
論
文
に
つ
い
て
も
同
稿
を
参
照
さ

れ
た
い
。

(
お
)
拙
稿
「
唐
朝
一
帝
一
室
の
謁
廟
に
つ
い
て

l
i皇
-
帝
一
・
皇
太
子
・
皇
后

|
|
」
『
堀
敏
一
先
生
古
稀
記
念
中
園
古
代
の
園
家
と
民
衆
』
所
枚
、

汲
古
書
院
、
一
九
九
五
年
、
参
照
。
ほ
か
に
松
浦
千
春
氏
に
「
漢
よ
り

唐
に
至
る
帯
位
縫
承
と
皇
太
子
|
|
謁
廟
の
麓
を
中
心
に

l
|」
『
歴

史
』
第
八

O
輯
、
一
九
九
三
年
、
の
高
論
が
あ
る
が
、
中
宗
立
太
子
時

の
謁
廟
を
特
別
な
例
と
見
る
か
否
か
で
、
拙
論
と
見
解
を
異
に
す
る
。

(MC
①
の
「
帯
子
」
と
は
回
鵠
に
嫁
し
て
い
た
太
和
公
主
で
、
曾
昌
三
年

(
八
四
三
)
回
鶴
の
烏
介
可
汗
が
破
れ
た
時
に
唐
軍
に
救
出
さ
れ
た
。

「
名
王
」
と
は
回
憶
の
王
子
に
し
て
有
力
者
で
あ
っ
た
哩
波
斯
で
(
『
新

唐
書
』
回
鵠
惇
下
)
、
李
恩
忠
は
彼
が
唐
に
降
っ
て
か
ら
賜
わ
っ
た
姓

名
で
あ
る
。
ま
た
②
に
「
元
凶
之
首
途
泉
」
と
あ
る
の
は
、
劉
積
・
楊

弁
等
の
斬
首
を
さ
す
(
『
文
苑
英
牽
』
巻
四
二
九
〉
。
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(
叩
山
〉
そ
の
最
初
の
例
は
、
中
宗
一
脚
龍
元
年
(
七

O
五
)
一
一
月
の
太
廟
親

手
で
あ
る
。
拙
稿

a
参
照
。

(
m
m
)

親
祭
を
契
機
に
曾
昌
七
年
が
大
中
元
年
に
改
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
が
大
中
元
年
を
七
年
と
誤
記
す
る
誘
因
と
な

っ
た
の
か
も
知
れ
な

-v 

(ω
〉
『
奮
唐
書
』
億
宗
紀
に
は
、
本
文
に
引
い
た
乾
符
元
年
ハ
成
逼
一
五

年
)
一
一
月
庚
寅
僚
に
綴
け
て
、
「
宰
相
蘇
倣
兼
司
空
弘
文
館
大
塵
土

太
清
宮
使
。
」
と
あ
る
。
宗
廟
の
親
祭
の
あ
と
の
記
事
で
も
あ
り
、
そ

の
前
後
に
太
清
宮
の
親
祭
の
あ
っ
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
頃
に
は
太
清
宮
使
は
加
官
と
し
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ

の
一
黙
だ
け
で
太
清
宮
の
親
祭
の
存
在
を
主
張
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
唐
代
の
太
清
宮
に
つ
い
て
は
丁
煙
「
唐
代
道
教
太
清
宮
制
度
考
」

国
間
、
園
立
成
功
大
皐
歴
史
系
『
歴
史
皐
報
』
第
六
説
・
第
七
抗
、
一

九
七
九
J
八
O
年
、
の
専
論
が
あ
り
、
そ
の
下
篇
に
は
「
附
表
一
天

質
以
後
唐
宰
相
領
太
滑
・
太
微
宮
使
職
人
名
簡
表
」
が
あ
る
。
な
お
、

木
論
文
は
妹
尾
遼
彦
氏
の
御
好
意
に
よ
っ
て
入
手
し
た
。
厚
く
御
躍
申

し
上
げ
た
い
。

(
幻
)
『
奮
唐
書
』
昭
宗
紀
に
よ
れ
ば
、
一
一
月
二
四
日
壬
子
に
太
清
宮
に

朝
献
、
二
五
日
葵
丑
に
太
廟
に
朝
享
、
二
六
日
甲
寅
に
南
郊
に
親
祭
と

な
り
、
『
加
府
元
勉
』
巻
三
四
一
帝
王
部
崇
祭
紀
三
で
も
南
郊
を
一
一
月

甲
寅
と
す
る
。
さ
き
に
『
新
唐
書
』
昭
宗
紀
大
中
七
年
正
月
僚
の
親
祭

記
事
の
作
信
用
性
を
指
摘
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
昭
宗
の
親
祭
に
つ
い

て
も
『
醤
唐
書
』
昭
宗
紀
に
従
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
一

一
月
甲
寅
が
冬
至
と
な
る
の
は
翌
年
の
大
順
元
年
の
こ
と
で
、
同
紀
は

誤
っ
て
そ
れ
を
前
年
冬
至
の
干
支
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
『
崩

府
元
亀
』
巻
九
一
帯
王
部
赦
宥
一

O
で
は
親
郊
と
大
赦
と
を
一
一
月
一
一
一

日
辛
卯
と
す
る
が
、
『
新
唐
書
』
や
『
資
治
通
鑑
』
に
従
っ
て
大
赦
も

二
一
日
冬
至
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
M
M

〉
『
奮
唐
書
』
昭
宗
紀
龍
紀
元
年
一
一
月
辛
亥
僚
か
ら
甲
寅
篠
ま
で
。

長
文
な
の
で
引
用
は
省
略
す
る
。
『
新
唐
書
』
同
紀
と
の
干
支
の
組
踊

は
前
註
に
述
べ
た
遁
り
で
あ
る
が
、
一
連
の
親
祭
の
前
に
武
徳
殿
に
宿

資
す
る
こ
と
(
己
酉
冬
至
の
二
日
後
の
一
一
一
一
一
日
辛
亥
と
す
る
〉
、
太
清

宮
の
朝
献
で
太
常
卿
が
皇
帝
一
の
行
事
を
賛
導
す
る
こ
と
等
、
親
祭
の
細

部
が
確
認
で
き
る
こ
と
は
貴
重
で
あ
る
。

(
お
)
註
(
叩
叩
)
所
掲
拙
稿
参
照
。

(
担
〉
註
(
お
)
所
掲
西
嶋
氏
論
文
、
及
び
尾
形
勇
「
中
園
の
聞
位
儀
雄
」

『
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
古
代
史
講
座
』
第
九
各
所
枚
、
用
干
生

社
、
一
九
八
二
年
、
参
照
。

(
白
山
)
註
(
刊
日
〉
所
掲
拙
稿
四
一

J
四
三
頁
。

(
町
四
〉
北
叩
山
玄
元
観
は
、
社
甫
の
「
冬
日
洛
城
北
謁
玄
元
皇
-
帝
廟
」
詩
に

詠
わ
れ
る
。
註

(ω)所
掲
了
氏
論
文
上
二
九
三
頁
で
は
高
宗
乾
封
元
年

(
六
六
六
〉
の
所
造
と
す
る
が
、
根
擦
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、

宋
の
康
餅
『
劇
談
録
』
巻
下
「
老
君
廟
蜜
」
に
は
、
「
東
都
北
部
山
有

玄
元
観
、
南
有
老
君
廟
。
」
と
あ
り
、
北
白
山
の
南
北
に
玄
元
観
と
老

君
廟
と
が
あ
っ
た
。
清
化
坊
に
移
築
さ
れ
た
の
は
、
北
側
の
玄
元
観
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
幻
〉
『
資
治
逼
鑓
』
品
位
二
六
五
同
年
僚
に

五
月
穫
院
奏
、
皇
帝
登
位
、
態
把
南
郊
。
殺
用
十
月
甲
午
行
之
。

と
あ
る
よ
う
に
、
親
郊
が
一

O
月
に
設
定
さ
れ
た
最
初
の
時
で
も
、
南

郊
の
日
取
が
基
準
と
さ
れ
て
い
た
。
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(

m

拘
〉
本
文
で
鍋
れ
た
天
動
二
年
六
月
辛
卯
の
柳
燦
の
上
奏
に
は
、
「
今
年

十
月
九
日
陛
下
親
事
南
語
、
先
謁
聖
祖
廟
。
」
と
あ
り
、
太
微
宮
(
太

清
宮
)
で
の
告
祭
も
「
謁
廟
」
と
表
現
し
て
い
る
。

(
却
〉
註
(
叩
四
)
所
掲
拙
稿
四
四
l
四
七
頁
。

(
必
〉
こ
の
よ
う
な
解
俸
が
生
じ
た
の
は
、
一
連
の
親
祭
に
お
け
る
親
郊
前

の
太
廟
の
告
祭
が
皇
帝
の
親
告
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
『
大
唐
開
元

躍
』
で
は
、
親
郊
の
場
合
で
も
事
前
の
告
廟
を
行
う
の
は
太
尉
で
あ
っ

て
皇
帝
で
は
な
い
。

〈

4
〉
妹
尾
達
彦
「
唐
代
長
安
の
盛
り
場
附
」
『
史
流
』
第
一
一
一

O
鋭
、
一
九

八
九
年
、
同
氏
「
唐
長
安
城
の
儀
雄
空
関
|

|
皇
帝
儀
躍
の
舞
牽
を
中

心
に

l
l」
『
東
洋
文
化
』
第
七
二
鋭
、
一
九
九
二
年
、
参
照
。

(
必
〉
法
門
寺
か
ら
併
骨
を
迎
え
て
の
唐
代
長
安
の
舎
利
供
養
に
つ
い
て

は
、
気
賀
津
保
規
「
扶
風
法
門
寺
の
歴
史
と
現
朕
|
|
併
合
利
の
来
た

寺
」
『
悌
敬
嬰
術
』
第
一
七
九
続
、
一
九
八
八
年
、
参
照
。
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(
必
)
註
ハ
お
〉
所
掲
拙
稿
参
照
。

〈

μ

ご
拙
稿
「
後
漢
|
南
朝
に
お
け
る
皇
脅
の
郊
廟
親
祭
に
つ
い
て
」
唐
史

論
叢
編
纂
委
員
曾
編
『
春
史
ヤ
麟
錫
数
授
還
暦
紀
念
唐
史
論
叢
』
所

枚
、
韓
園
大
郎
市
、
一
九
九
五
年
、
参
照
。

(
必
〉
註
(

8

)

所
掲
拙
稿
参
照
。

(
日
明
〉
宋
代
に
は
、
実
天
上
喬
一
と
別
に
感
生
一
一
帝一
を
正
月
上
半
に
圏
丘
で
把
る

こ
と
も
行
わ
れ
た
。
こ
の
祭
柁
も
有
司
掻
事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
唐
の
太
清
宮
に
嘗
た
る
景
盤
宮
は
、
宋
代
の
園
家
的
な
道
数
崇

奔
の
中
で
宗
廟
と
同
格
観
さ
れ
た
。
山
内
弘
一
「
北
宋
時
代
の
紳
御
殿

と
景
鐙
宮
」
『
東
方
皐
』
第
七

O
輯
、
一
九
八
五
年
、
参
照
。
ま
た
、

同
氏
「
北
宋
時
代
の
郊
杷」

『史
皐
雑
誌
』
第
九
二
編
第
一
鋭
、
一
九

八
三
年
、
及
び
「
北
宋
時
代
の
太
廟
」
『
上
智
史
皐
』
第
三
五
鋭
、

一

九
九

O
年
、
を
も
参
照
。
な
お
、
宋
代
で
は
老
子
の
生
地
と
さ
れ
る
事

州
の
老
子
廓
が
太
清
宮
と
し
て
傘
崇
さ
れ
た
。
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lived in the late Tang period, comprised the highest areas. As for the

two hillsin the East City, the northern one was occupied by the emperor

and the central one was developed mainly by officials.

THE CULT OF HEAVEN AND THE IMPERIAL ANCESTRAL

　

CULT IN THE LATTER HALF OF THE TANG DYNASTY

Kaneko Shuichi

　　

In this paper l eχamine the changes of the Cult of Heaven　（in the

Suburban Sacrifices) and the Emperors' Ancestral Cult （in the Ancestral

Temple) during the latter half of the Tang dynasty. My results are as

follows:

　　

In the mid-Tang period, Xuan-zong玄宗initiated the serial rites of the

Taiqing-palace太清宮(Laozi-temple), the Ancestral Temple and the first

Suburban Sacrifices. De-zong徳宗performed these serial rites in the first

month of the year following his accession to the throne. Following this

precedent, each　emperor performed the succession -to-the-neχt-year serial

rites. De-zong proclaimed his era name on New Year's Day, and granted

ａ general amnesty on the day of the Suburban Sacrifice. Mu-zong穆宗，

however, proclaimed his era name and granted ａ general amnesty both on

the day of the Suburban Sacrifice. Yi-zong f§宗performed the succession-

to-the-neχt-year serial rites on the day of the winter solstice, and also

proclaimed his era name on that day.

　　

In ｓｕｍ。the succession-to-the-neχt-year serial rites were established in

the latter part of the Tang dynasty. These rites appealed in particular to

the citizens of the Tang capital, Chang'an. In the Southern Dynasties,

many emperors had performed the Suburban Sacrifices and the rites of the

imperial Ancestral Cult regularly. However, under the Tang, these rituals

were transformed to high festivals which many emperors in the latter

half of the Tang performed only one time during each reign. The imperial

rites were transformed to secular festivals through the period of the Tang

dynasty｡
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